
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.事例編 
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○事例編の活用方法 

 

 先進的に取り組んでいる地域と自らの地域を比較することで、観光地づくりに必要な取組やその流れを

具体的に把握することができます。 

また、今回取り上げた１６地域のフロー図において、以下の点を参考にすることで、実際に取り組む際

のポイントを事例に沿って確認することができます。 

 

 

① 各取組の解説において「参考事例」として紹介した取組を、１６地域のフロー図の中で確認でき

るように、該当する地域のフロー図に「取組№」を付して示しています。 

 

＜フロー図における例＞ 

H7年　ラフティング事業

　　　　 の開始

        （実施主体：民間）

取組【６】

 

 

※ 「取組【６】観光資源を体験するプログラムの発掘・実施」において「参考事例」として、    

ラフティング事業が紹介されています。 

※ 取組№の色は、「1.魅力ある観光地域づくり推進のための主な取組の連携図」の色に合わせて

います。 

 

② 「4.魅力ある観光地域づくり推進のための効果的な取組連携の考え方」において紹介した連携パ

ターンが、特徴的に表れている箇所を赤い点線で示してあります。 

 

＜フロー図における例＞ 

H9年　道の駅「ニセコビュープラザ」
　　　　オープン
　　　　・H13　リニューアル整備
　　　　・H15　ニセコリゾート観光協
　　　　　　　　会が入居、情報拠点に
　　　　（実施主体：ニセコ町）

H13
「アグリビジネス緊
急支援事業」の活
用、「e-地域ビジネ
ス支援事業」の活
用
（実施主体：ニセコ
町）

連携④

 

 

※ 「4.魅力ある観光地域づくり推進のための効果的な取組連携の考え方」の「連携④ 各取組へ

の支援制度の効果的活用」で解説されている連携を特徴的に示している箇所となっています。 
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③ 各地域のフロー図において、表には出てこないが重要な役割を果たしていると考えられる要因を、

「取組や連携につながった地域ならではの動き」として取り上げています。 

 

＜フロー図における例＞ 

・Ｓ５６　「北の国から」放映開始
地域ならではの動き

 
 

※概要は次頁の「取組や連携につながった地域ならではの動きの解説」を参考にして下さい。 
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上記の点が反映されている箇所を、下表のとおり１６地域ごとにまとめましたので、参考にして下さい。 

 

※取組№と取組名、連携№と連携名は【別表】を参照して下さい。 

フロー図 
取組№ 

（参考事例で紹介した取組） 
連携№ 

「取組や連携につながった 

地域ならではの動き」の解説 

01-ニセコ 【6】【10】 ④ － 

02-富良野・美瑛 【14】【18】 ⑥ 
ドラマ（北の国から）のロケ地としての知名
度やロケセットなどの資源を観光資源とし
て効果的に活用した。 

03-遠野 【13】【15】【16】【19】 ⑤ 
地域住民がコミュニティ活性化や農村環境
改善などの地域づくりの活動に自発的、積極
的に取り組んだ。 

04-角館 
【1】【10】【11】【13】

【14】【20】 
④⑥ 

市町村合併の後、商工会が主体となって旧市
町をつなぐモニターツアーなどの取組を行
った。 

04-田沢湖 【15】 － 
体験型の教育旅行を受け入れるにあたって、
それまで行っていたスキー修学旅行で培っ
たノウハウが活用できた。 

05-小野川温泉 【３】【15】【17】【20】 ①⑥ 
地域の生活や文化を知ることにより、ハード
整備に頼らない魅力ある温泉地づくりに事
業者主体で取り組んだ。 

06-酒田 【7】【11】 ④ 
舞台となったテレビドラマ（おしん）がアジ
ア圏で再放送され、人気がでたことが、外国
人観光客増加の一要因となった。 

07-会津若松 
【8】【9】【10】【18】

【20】 
②⑥ 

地域の老舗店舗の主人や、建物所有者による
啓発活動など、地域づくりの原動力となる活
動があった。 

07-喜多方 【11】【12】【13】 ⑥ 
大学の研究室がフィールドとして地域に入
ってまちづくりに取り組み、研究成果を地域
内外に発信したことで意識啓発が進んだ。 

08-大内宿 【20】 － － 

09-館山・南房総 
【1】【5】【6】【9】【13】

【15】【21】 
④ － 

10-富士河口湖 
【2】【4】【7】【12】【14】

【17】 
②③⑤⑥ 

行政首長の強力な指導力と実行力により、当
初のコンセプトがぶれることなく観光地域
づくりが推進された。 

11-高野山 
【4】【6】【8】【11】【16】

【17】 
③④ 

地域を含む一帯が「紀伊山地の霊場と参詣
道」として世界遺産に登録されたことが取組
を後押しした。 

12-熊川宿 【16】 － 
「街並み」に限定することなく、「まちづく
り」の視点を持ったことで、女性メンバーも
多数参加した柔軟な活動体制が構築された。 

13-内子 【9】【15】【16】【19】 ④ － 

14-豊後高田 
【1】【2】【3】【5】【12】

【20】 
①②④ － 

15-安心院 【1】【20】 ① 
“民泊”について地域が独自に活動を進め、
行政に働きかけたことで規制緩和につなが
り、活動をさらに後押しした。 

16-黒川温泉 【2】【4】【6】【8】【16】 ①④ 
推進組織の中心メンバーが行動力と問題意
識を持った若い世代であったことに加えて、
若手にまかせてみようという理解があった。 
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 【別表】 

取 組 名 取組№ 

地域現状把握のための調査（P14） 【１】 

観光地づくりの基軸となるコンセプトの発見・創出（P16） 【２】 

発見・創出されたコンセプトの各種構想・計画への位置づけ（P19） 【３】 

環境・景観保全のための条例、協定、制度の策定（P21） 【４】 

各種支援制度の効果的活用（P23） 【５】 

観光資源を体験するプログラムの発掘・実施（P25） 【６】 

観光資源を表現する施設の整備（P28） 【７】 

環境・景観の保全、整備（P31） 【８】 

観光の立ち寄り、情報拠点となる施設の整備（P33） 【９】 

観光客の足となる二次交通手段の整備（P36） 【１０】 

観光客の移動をサポートする仕組みの導入（P38） 【１１】 

発見・創出されたコンセプトを表現するイベントの実施（P40） 【１２】 

観光資源を広めるための広告宣伝活動（P43） 【１３】 

新たなマーケットに対する取組（P46） 【１４】 

新しい観光魅力創出への取組（P48） 【１５】 

地域イメージの維持と形成（P51） 【１６】 

観光地づくりの財源の確保（P53） 【１７】 

周辺地域との広域的な連携（P55） 【１８】 

観光地づくりを担う人材の発掘・育成（P57） 【１９】 

観光地づくりに関する協議・連携組織の育成（P59） 【２０】 

観光地としての地域経営を担う組織の設立（P62） 【２１】 

 

連 携 名 連携№ 

観光地づくりのコンセプトの発見と位置づけ（P66） ① 

各取組へのコンセプトの反映（P67） ② 

環境・景観保全のための条例の制定と活用（P68） ③ 

各取組への支援制度の効果的活用（P69） ④ 

ハードとソフトの連携による魅力向上（P70） ⑤ 

各取組と連動した周辺環境の整備（P71） ⑥ 



 

平成17年

H5年　ニセコ駅に観光案内所整備
　　　　（実施主体：ニセコ町）

・民間企業による高付加
価値かつ質の高いアク
ティビティの提供

H7年　ラフティング事業
　　　　 の開始
        （実施主体：民間）

H15年　「株式会社ニセコリゾート
            観光協会」の設立
　
        ・観光案内、ＰＲ
　　　 ・観光商品企画、販売　など
　　　※第２種旅行業務免許取得
（実施主体：（株）ニセコリゾート観光協会）

H11年　観光活性化策調査の実施
　　　　（実施主体：ニセコ町観光協会）

H9年　道の駅「ニセコビュープラザ」
　　　　オープン
　　　　・H13　リニューアル整備
　　　　・H15　ニセコリゾート観光協
　　　　　　　　会が入居、情報拠点に
　　　　（実施主体：ニセコ町）

H15年　ニセコ高校の観光プロジェ
　　　　　クト開始
　　　　（実施主体：ニセコ高校、ニセ
　　　　　コ町教育委員会）

H16年　英会話教室の開始
　　　　（実施主体：倶知安町
　　　　　商工会議所）

H17年　滞在型観光促進整備事業の開始
　　　　（実施主体：北海道庁後志支庁）

H19年　ニセコ・羊蹄地域振興計画
            の策定（策定中）
　　　　　（実施主体：ニセコ町）

H16年　豪州系企業が花園スキー
　　　　　場を買収
　　　　（実施主体：民間）

H13年　米国で同時多発テロ事件

・スキーリゾートエリアに外
国資本企業が参入
・不動産事業が活発化

・オーストラリ
ア人を中心と
した外国人観
光客の急増

・夏期観光
客の増加

01-ニセコ

・観光２次交通の確保 ・観光客の利便性向上

・新規建物の景観コン
トロールの実現

H15年　ドライブ観光振興のための
　　　　　取組スタート

　　　・「シーニックバイウェイ北海道」
　　　　モデル事業の実施
　　　・ふるさと眺望ポイントの設定
　　　・シーニックデッキの整備
　　　・綺羅街道花フェスタの開催
　　　　（実施主体：ニセコ町）

・自主財源による経営

・自然と調和した沿道景
観の整備、景観を楽し
むしかけ(花、眺望地)

・リゾート地の価値向上
・滞在の促進

・リゾート地としての良好
な自然環境、景観形成

・ホスピタリティの向上
・担い手育成
・雇用創出

・官民連携（民民連携）
・広域連携

・民間経営感覚で旅行
商品の企画販売

H11年　観光周遊バス「ぐらんぶる・
　　　　　しりべし号」の運行（～H13）
　　　　（実施主体：バス事業者）

H15年　シーニック・バイ・ウェイ事業

・効果的なプロモーショ
ンによる外客誘致

スキー、修学旅行、教育旅行による
観光客の増加

H18年　倶知安町景観要綱（ニセコ
       ひらふスキー場地区）の施行
　　　　（実施主体：倶知安町）

H18年　リゾート景観づくり調査
　　　　　（実施主体：倶知安町）

H19年　ニセコ倶知安リゾート協議
            会（NPB）の設立
　　　　（実施主体：民間）

H19年　しりべしツーリズムサポート
            の設立
　　　　（実施主体：民間）

・戦略的なプロモーション
が課題

H16-17年　倶知安町環境基本計画

「マイウェイ・アワー
ロード事業」の活用、
H8～H13「街なみ環
境整備事業」の活
用、H16～H18「まち
づくり交付金」の活用
（実施主体：ニセコ
町）

H13
「アグリビジネス
緊急支援事業」
の活用、「e-地域
ビジネス支援事
業」の活用
（実施主体：ニセ
コ町）

「民生部門等地域温暖化対策実証
モデル評価事業」の活用
(実施主体：バス事業者､倶知安町)

H16年　ニセコ町景観条例の施行
　　　　（実施主体：ニセコ町）

H11年　尻別川ラフティ
          ング・カヌー
　　　　　組合発足
　　 （実施主体：民間)

・観光客の受入態勢の強
化が課題

・秩序ある観光開発が課題

・観光まちづくりへの参加

取組【６】

H18年　観光周遊バス「ぐるり・
　　　　　ぬぷり号」の運行
　　　　（実施主体：バス事業者）「都市再生プロジェク

ト推進調査費」の活
用
（実施主体：倶知安
町）

海外からの移住者による活動

連携④

取組【10】

連携④

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・海外からの移住者によるラフティング事業等の新たな魅力の創出　　　・ニセコリゾート観光協会による地域経営　　　・外国人受け入れ態勢の強化（高校との連携、英会話教室等）
【地域の取組の流れ】　 ・海外からの移住者による新たな取組により、外国人観光客に注目を浴びている。それに伴い地域においても受入体制を整備している。

H8年　ニセコ綺羅街道街並み整備
　　　　事業着手（～H14）
　　　　（実施主体：ニセコ町）
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Ｈ１７年　スノードームフェスティバルの開催
　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

02-富良野・美瑛

・Ｓ５６　「北の国から」放映開始

Ｈ１５年　「北の国からパスポート」の作成
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

・富良野のアウトドアブランド確立へ始動
・アウトドアのイメージをより一層高め、質
の高いツアーを開催する等の幅広いメ
ニューに対応可能となる

Ｈ１７年　ドラマゆかりの場所の探訪マップの作成
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

Ｈ１７年　ドラマのロケ地を巡る循環バスの運行開始
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

Ｓ６１年　有限会社アルパイン計画の設立
　　　　　　（実施主体：市の青年会議所ＯＢ7人）

Ｈ８年　「（社）ふらの観光協会」の設立
　　　　　　（実施主体：（社）ふらの観光協会）

Ｈ１１年　富良野ネイチャークラブの設立
　　　　　　（実施主体：㈲アルパイン計画　等）

・「体験」と「農業」をキーワードにした広域
観光（アウトドア）に目標を設定

Ｈ１７年　ドラマで使用された「最初の家」の復元開始
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

・ドラマ効果による観光客増加
・ドラマ終了後も資源を活用して誘客を図る

・スキー、スノーボード客以外の冬期の観
光客の増加に貢献

・外国人（主に豪州人）観光客の増加

Ｈ１８年　「ふらの一人歩き」のサポート体制の構築
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

Ｈ１８年　「ふらの国際観光総合センター」の設置
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

Ｈ１７年　空港連絡バスの運行
　　　　　　（実施主体：富良野市国際観光促進協議会）

Ｈ１７年　外国人観光客に対する満足度調査実施
　　　　　　（実施主体：富良野市国際観光促進協議会）

・空港連絡バスの運行の更なる改善

・空港からの利便性の向上による外国人
観光客の集客

・外国人観光客のサポート体制の向上

・外国語によるインフォメーションと交流機
能の強化

・京都との連携による豪州人観光客の更
なる獲得

・ラベンダー以外の新たなブランドイメージの必要性

・「大雪・富良野ルート」の田園景観の保持

・「北の国から」層の顧客獲得の維持、拡大

・自然を活用したアウトドアブランドの確
立と、農業体験、田園景観をキーワードと
した夏場の観光客の確保

・外国人観光客（豪州、台湾、韓国）の一
層の増加

・冬場の新たなターゲット層の確保

・Ｓ５５　国鉄のポスターでラベンダー畑を紹介

Ｈ１４年　ドラマで使用された「拾ってきた家」の公開
　　　　　　（実施主体：ふらの観光協会）

Ｈ10年　閑散期のイベント、キャンペーン実施
　　　　　　（実施主体：富良野・美瑛広域観光協議会）

・Ｈ１４　「北の国から」放映終了

Ｈ１８年　ドライブ観光振興のための取組スタート
　　　　　　（実施主体：ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ北海道推進協議会）

 Ｓ５８　北の国から'83冬
 Ｓ５９　北の国から'84夏
 Ｓ６２　北の国から'87初恋
 Ｈ元　　北の国から'89帰郷
 Ｈ４　　北の国から'92巣立ち
 Ｈ７　　北の国から'95秘密
 Ｈ１０　北の国から'98時代

Ｈ１８年　京都とのタイアップによる観光振興の取組
　　　　（実施主体：京都・北海道国際観光客誘致推進協議会）

取組【14】

Ｈ６年　「富良野・美瑛広域観光推進協議会」の設立
　　　　　　（実施主体：富良野・美瑛広域観光推進協議会）

地域ならではの動き

連携⑥

連携⑥

取組【１8】

Ｈ１５年　ドライブ観光振興のための取組スタート
　　　　　　（実施主体：ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ北海道推進協議会）

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・ドラマ放映を地域資源として効果的に活用　　・ラベンダー以外の新たな観光資源としてアウトドアブランドを確立　　・外国人観光客の受け入れ態勢の強化
【地域の取組の流れ】 　・ラベンダー以外の新たな魅力を創出しながらも、ドラマの放映効果を地域の観光資源と捉え、それに基づく施設整備等を実施している。
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03-遠野

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

　　　　遠野物語の市民への情報発信･
　　　　市民意識の啓発始動

1976年第1回～以降継続実施
 遠野物語ファンタジー｢笛と童子｣

1984年第1回～以降継続実施
　遠野昔ばなし祭り

1992年 世界民話博覧会IN遠野の開催

柳
田
國
男
の
遠
野
物
語

1987年 柳田國男ゆかりサミットの開催

 民俗文化、民話を活用したの観光・
 文化施設の整備・開業

1979年 たかむろ水光園の整備･開業

1980年 市立博物館の整備･開業

1984年 伝承園の整備･開業

1986年 とおの昔話村の整備･開業

民俗研究、昔話
や民話を通した

全国各地との交流

冬場の観光魅力
の乏しさ

1968年 トオノピアプラン(総合計画)策定
　民話の息づく｢神と人間の共存｣をテ
　ーマに永遠の田園都市像を創り上げ
　博物公園都市をめざす。

1995年 NPO法人遠野物語研究所の設立

遠野物語ゼミナールの他
遠野物語教室､昔ばなし教室､遠野学会
等の開催

1996年 遠野ふるさと村の整備･開業

1995年 遠野グリーン･ツーリズム研究会発足

 地域住民の組織化・活性化
　綾織夢を咲かせる女性の会運営

1988年 社団法人遠野ふるさと公社の設立

地場産業(農林漁業)
の低迷

2003年 NPO法人遠野山･里･暮らしﾈｯﾄﾜｰｸの設立
　クラスター型組織
　　遠野グリーン･ツーリズム研究会
　　つきもうしファーマーズ･ネット
　　パパヤチニカ編集委員会
　　遠野郷馬っこ王国ライディングクラブ
　　萱葺き職人ｸﾞﾙｰﾌﾟ､伝統芸能団体､遠野ｴｺﾈｯﾄ 等

1998年 遠野馬の里の整備･開業

特産品の開発･販売
（サトムのババロア､おしらたま等)

1998年 産直組合(84人)の組織化

 農村のコミュニティ活
 性化、農村環境改善に
 向けた地域住民の自発
 的かつ多様な取り組み

 各種体験ツアーの提供
　炭焼職人体験、ししおどし体験 等

 各種交流イベント(特に北東北)開催
 　ナベナベサミット等

2001年 遠野未来デザイン
　　　 (新総合計画)策定

昔
な
が
ら
の
田
園
環
境
が
色
濃
く
保
全
さ
れ
る
地
域
特
性

 日常の暮らしや地域に対する住民の
 誇りや愛着の醸成
 地域づくりに向けた人材やコミュニ
 ティの形成

運営

ふるさと環境の
保全が課題に

農水省によるグリー
ン･ツーリズム推進

2000年 とおの昔話語部いろり火の会
　　　 等発足

中心市街地の低迷
空き店舗の増加

中心市街地における昔話等の披露
（空店舗等の活用）

　四季毎の行事の開催

 伝統行事･芸能等の保存への取組  各地で神楽が復元さ
 れるなど、コミュニ
 ティや文化が継承

 集客力の高い祭りが
 維持されたり、
 新たに生み出される

 地域住民の生涯学習
 や暮らしの披露の場
 が形成され、観光客
 等との交流が進展

 遠野物語を実体験で
 きる場や､学習･見学
 できる場が創出

 遠野の文化やイメー
 ジの情報発信

 観光客入込数
 の拡大

 遠野の文化やイメー
 ジの持続的情報発信

 遠野ファンの創出

 中心市街地への観光客の回遊？

ふるさと会員制度の復活

運営

運営

 遠野文化の情報発信拠点形成

 多様な活動プログラムの創出

 観光客入込数
 の拡大

　修学旅行等
　誘致

　道の駅だけで
　年間100万人
　の入り込み

 長期滞在プログラムの創出

 遠野の文化やイメージの持続
 的情報発信

 旅を通した地域貢献や交流の
 場の形成

 遠野ファン
 の定着

 新たな市場
 の開拓

2006年 新総合計画策定
　永遠の日本のふるさと
　遠野

2007年　ＮＨＫ朝の連ドラ「どんと晴れ」、アニメ映画「河童
　　　　のクゥと夏休み」と連携したプロモーション

 知名度向上  新たな市場
 の開拓

｢水道施設建設事業｣
｢農村活力ｾﾝﾀｰ整備事業｣
活用（事業主体:遠野市）

｢農山村地域活性化
 緊急特別対策事業｣
｢岩手県地域活性化
 事業調整費｣活用

｢農業農村活性化農
 業構造改善事業｣
 活用(事業主体:市)

道路関係の特
定交通安全施
設整備事業等

活用
(事業主体:市
、旧建設省)

1998年 道の駅｢遠野風の丘｣整備･開業
　農家レストラン｢夢咲き茶屋｣開業
　産直コーナー開業

2001年 東京都武蔵野市に
 アンテナショップ｢麦わら帽子｣開設

1998年 寒風くらぶ(情報発信)

 遠野ワーキングホリデー＆民泊制度導入

 遠野ツーリズム体感学習免許プログラム
 (ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ)提供

1994年 第1回～以降継続実施
　遠野物語ゼミナール

2004年～以降継続実施
　東北ツーリズム大学開講

取組【13】

1996年 地域住民の組織化
　｢まぶりっと｣制度による運営

地域ならではの動き

連携⑤

取組【16】

取組【19】

取組【13】

取組【19】

取組【15】

玄
関
口
の
形
成

遠
野
ツ
ー

リ
ズ
ム
の

 古民家(南部曲り家)
 保存、象徴の形成

 体験･交流の場の形成

 遠野文化の情報発信
 拠点形成

 食（飲食、産直）の
 魅力の形成

【地域のキーポイント】　・地域観光資源の的確な把握とその活用　　・統一的な施設整備（ハード）とイベント等（ソフト）の連携　　・各種団体による新たな取組への着手
【地域の取組の流れ】　 ・遠野物語という地域資源を的確に把握しながら、施設の整備、各種イベントを実施している。その流れの中で各種団体により新たな観光魅力が創出されている。

生涯学習＋地域づくりの取り組み

遠野市民憲章創設
 市民センター整備・運営 市民憲章推進協議会発足

 地域づくり連絡協議会発足  カントリーパーク整備・運営
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04-角館

1974年
 角館のシダレザクラ153本
 が国指定天然記念物に指定

1975年
 桧木内川のソメイヨシノ
 約2km区間が国名勝に指定

1976年
 角館武家屋敷約7haが重要伝
 統的建造物群保存地区選定

1980年
 歴史的市街地保全整備計画
 調査を実施（旧建設省）

 この時期は、地域住民
 の歴史的街並み保存へ
 の共通認識が必ずしも
 形成されていない。
 観光まちづくりへの意
 欲も醸成されていない。

1980年代
 田町山中学校建設事業
 （背後緑地の景観損傷が問題）

1980年代
 武家屋敷通りは大型バスを含
 めて交通量が多く､景観保護､
 交通､観光の面で問題化

1985年
 武家屋敷通りの代替道路：都市計画道路
 岩瀬北野線の整備

開発か、景観や文化保護
かについて、地域住民の
間で関心が高まる

 武家屋敷通りの静穏な
 環境が復元

1991年
 全国町並みゼミの誘致・開催

旧角館町が積極的に開催･協力
地域住民が多様な分野で協力

1994～2000年
 武家屋敷通りの道路景観整備
（桝型線形復活､路面切下､側溝整備等）

 武家屋敷通りの歴史的
 街並みとしての価値が
 いっそう高まる。

 街並みの重要性に関す
 る地域住民の共通認識
 が醸成される。

外部の視点

 全国町並みゼミ参加者への街案内

 地場の農産物等の販売

1996年
 秋田新幹線開業
（角館の観光地としての潜在
力を考慮）

 武家屋敷のある内町について
 は観光客が増えたが、町全体
 に波及効果が及ばない。

かくのだて歴史案内人によるガイド
　外町､　屋敷内や蔵の中､夜の武家屋敷等

 外町案内人の始動  歴史的街並みを
 活かした街歩き
 の魅力や、観光
 対象が広がる。

 ｢かくのだて歴史案内
 人」の利用者は10年目
 を迎えた2006年6月 累
 計5万人に到達
 独立採算性を維持。

 人力車等は、角館の風
 物詩として定着する。

 武家屋敷を活用した観光商業施設
 「西宮家」の整備・開館

1998年 第三セクター
武家屋敷の商業施設利用や、
外部資本の流入が目立つ

2001年
 角館伝建群保存地区の町並み
 を守る会を発足

 観光商業施設進出に当たっての指導等

 歴史的街並みを活用したプロモーション
 周辺市町村や県内ロケの支援

 人気映画ロケの誘致に
 成功
 映画､ＴＶ､ＣＭの舞台
 として数多くとりあげ
 られ、パブリシティ効
 果が高まる。

 仙北市商工会の主体的取組
2005年
 田沢湖町､角館町､西木村が
 合併して仙北市が誕生

 募集定員を大きく上回
 る募集実績

2006年 角館まちづくり研究所を発足

 観光客入込数
 の拡大

 1996年
  4,800千人

   ↓

 2004年
　6,300千人

歴史的みちすじ(歴みち)
事業活用（事業主体:県）

 人力車事業

1996年
 かくのだて歴史案内人の会の発足

取組【1】【14】

 仙北を対象としたモニターツアー催行
　武家屋敷や田沢湖といった名所旧跡以外
  を歩いて巡る｢仙北の古道探歩｣

2002年
 かくのだてフィルムコミッション設立

地域住民の活動団体が発足
 角館企画集団トライアングル

 観光拠点の｢点｣から歩
 き始めることで｢線｣を
 結び、本地域ならでは
 の風景を｢面｣として体
 験する観光の実現地域ならではの動き

連携⑥

連携④

連携⑥

取組【20】

取組【10】

取組【11】

取組【13】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

1996年
 角館駅の整備・開業（平屋建駅舎の保存
 活用､蔵移築による駅前広場整備等）

 角館の玄関口に相応し
 い機能や景観が形成

【地域のキーポイント】  ・地域イメージに合った施設整備　　・地域の活動団体による取組　　・商工会主体のモニターツアーの実施
【地域の取組の流れ】　・武家屋敷通りの保存・整備と並行して、ガイドの育成等を実施されており、そのことが地域全体の魅力を高めている。

1978年
 美しい角館を守る会を発足
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04-田沢湖

1998年
 田沢湖ふるさとふれあい協議会の設立
（2002年にはＮＰＯ法人化）

 田沢湖周辺のスキー観光や、
 スキー修学旅行の低迷

 年間20校、約2,000人
 の受け入れ実績

 グリーンツーリズム
 による地域住民と
 都市住民との交流

 1971年 秋田冬季国体の開催  1971年 農家民宿開業
 10年後には約40軒の
 宿泊施設が開業

 スキー客の宿泊施設と
 して定着

 1982年 東北新幹線(～盛岡)
 暫定開業

 首都圏からのスキー
 修学旅行の需要増大

 1983年 農家民宿でスキー修学旅行の
　　　　受入始動

2年後、3年後には倍々で
増加

 スキー修学旅行が集積
 する滞在地として定着

 修学旅行受入のノウハウ
 の蓄積

 スキー修学旅行に替わって、
 農村滞在型を伴う修学旅行
 ニーズの高まり

 
 既存宿泊施設の宿泊収容力
 不足

 教育カラキュラムにおける
 総合学習の展開

 1990年頃 農村滞在型修学旅行事業始動
  　地域の文化拠点であるわらび座との連携

 農村滞在型修学旅行事業の本格的展開
 農家民宿との連携・協力

地域ならではの動き

取組【15】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・修学旅行受入のノウハウを活かした農家民宿の推進　　・ＮＰＯ法人の取得による各種課題（保険等）の解決
【地域の取組の流れ】　・スキー観光や修学旅行の低迷の波を、培ってきたノウハウを活かし農家民宿という形で乗り越えている。
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05-小野川温泉

 昭和50年代 地域活性化計画の策定
 ハードに偏重（例えば
 温泉街の歩行者モール
 化等）のため実行不可

 ほたる祭りの開催
 （その後毎年継続的にイベントを催行）

 小野川温泉観光協議会の青年
 部による実行委員会組織発足

 観光客入込数増加への
 効果はない。

 大樽川および温泉街周辺は
 自然環境に恵まれ、ホタル
 生息地として卓越した条件

 宿泊施設・商業施設関
 係者との協力関係・連
 携の構築

 観光客入込数は1990年
 度をピークに減少し続
 ける。

 JR東日本と JTBの若手の取
 組の一環で、ソフト面を重
 視した観光商品の共同開発
 ･提供を行う対象地､連携先
 としてオファー

 JR東日本･JTBと連携

 宿泊施設だけでなく商業関係者等
 もメンバーとなった「小野川温泉
 観光知実行委員会」の発足

 2001年 小野川温泉観光知への取組
 　　　 小野川温泉お楽しみプラン
 　　　 検討

 そぞろ歩きを誘発する多様
 な企画策定・準備

 旅行商品として「湯あみ旅
 情」の開発販売・協力

 露天風呂･足湯･飲泉所の整備

 そぞろ歩きお休み処の整備

 朝市の（定期的な）開催

 レンタサイクルの提供

 インフォメーションセンター
 片葉の葦の整備・運営

 小野川温泉散策マップの作成・
 配付

 初年度は、販売目標の
 ３倍の販売実績を示す

 小野川温泉観光協議会
 （観光知実行委員会）
 の活動財源の確保

 お楽しみプランの
 事業の継続実施

 維持管理水準の向上
 観光客入込数が増加
 傾向に転ずる。

 従来の観光客は米沢近
 郊に偏重していたが、
 首都圏等の新たなマー
 ケットが拡大
（県外客は平成13年度
  56千人から平成17年
　度77千人と38％増）

 観光事業者や地域住民
 の自信の醸成
 まちづくりへの関心や
 意識醸成
 新たな課題の発見

 温泉街のまちづくりに一定
 の成果をあげ、次のステッ
 プに移行

 2003年 小野川地域づくり計画策定

 観光関係団体､町内会や老人会､消
 防団等の代表者と､県､米沢市等の
 行政がコーディネータとして参加

 2005年 将来ビジョン策定

 街路灯､足湯､案内サイン等の
 整備

 米沢市商工観光課補助事業の活用

小野川のまち全体の生活や文化を知り、
ものづくりに頼らず知恵により魅力ある
温泉地づくりに事業者主体で取り組む

 ｢そぞろ歩きできる温泉街｣
を共通コンセプトとして設定

 ｢どこでも出前｣サービスの提供

 夢ぐるプラン(入浴手形の発行)

取組【20】

小
野
川
温
泉
の
各
旅
館

（
観
光
資
源
を
表
現
す
る
施
設

）

休業中のタクシー営業所を整備

地域ならではの動き

連携⑥

取組【17】

取組【15】

連携①

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・ＪＲ、ＪＴＢと連携した短期間での地域整備　　・ハードではなくソフト中心の取組（アイデアの活用）　　・地域づくりのコンセプトの共有
【地域の取組の流れ】　 ・ＪＲ、ＪＴＢのオファーをきっかけに、ソフトを重視した取組を短期間で統一的にを実施している。

取組【3】
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 港とまちなかを繋ぐ観
 光ルートの提案、マッ
 プによる情報発信

06-酒田1977年
 酒田大火により中心商店街の
 大半を焼失。その後２年の短
 期間で復興を遂げる。

1983年
 ＮＨＫ連続テレビ小説「おし
 ん」が放送される。ロケ地と
 して注目を集める。 1995年

 酒田市まちなみ景観条例の制定

 大火後、市民が団結し短期間で商店街の
再生を果たす。その後の中心市街地活性
化の素地を築いたとも言える。

1991年
 庄内空港開港

1999年
 国際交流サロンの開設

「おしんのふるさと」として観
光客が増え始める。

 外国人、地域住民相互
 のコミュニケーション
 能力、ホスピタリティ
 が向上1999年～

 国際交流サロンまつりの開催

2003年
 さかた海鮮市場オープン

2000年
 東北公益文科大学が開学

 観光客入込数の
 拡大
   2002年
      110万人
        ↓
   2004年
      236万人

2005年
 八幡町、松山町、平田町と
 合併して新｢酒田市｣が誕生

 まちなみを形成するル
 ールの制定

外国人観光客受入
に関する人材育成
に貢献

1997年
 東北横断自動車道酒田線開通

 アクセス性が向上する一方で
 中心市街地の空洞化が加速

2000年
 酒田中心市街地活性化基本計画
 の策定

2001年
 酒田ＴＭＯ構想の策定

2004年
 酒田観光物産協会の設立

2004年
 酒田湊まちづくり委員会設立

 2005年
　酒田歳時記まつり事業
　（庄内雛街道　等）

2007年
 酒田市景観条例の制定

2007年
 酒田市景観計画の策定

 民間組織による活動が活発化
2006年
 酒田まちづくりまちなかサロンの開設

 首都圏からのアクセス
 が格段に向上

 酒田の地域性(食材､景
 観)を活かした新たな
 集客拠点の整備

 まちづくりの目標
（ビジョン）の明確化

 大学と商店街との連携
　(外からの視点)

 まちづくりに関す
る人材育成､参加意
識醸成に貢献

2005年
 周辺エリアが「みなとオアシス」に認定

 景観整備による地
 域イメージの維持
 と形成

2005年
 川辺の館オープン

 観光におけるコミュニ
 ティビジネスの展開

2006-2007年
 インバウンド観光客の受入体制整備

合併に伴う観光エリア、
観光対象の拡大を活かし
た通年観光への取組

「中心市街地商業等活性化支援事業」
　の活用（実施主体：市、民間事業者）

「コミュニティ施設活用商店街活性化
事業」の活用
（実施主体：市、酒田商工会議所）

2004年～
 さかた街なかキャンパス事業

 観光拠点やエリア
 (点)の整備から、
 回遊ルート(線)整
 備へ

 通年型､広域型観光
 の実現

「観光ルネサンス事業」の活用
（実施主体：（社）酒田観光物産協会）

旧条例を廃止
新条例を制定

中心市街地活性化を目指すた
めの一連の取組

2004年
 酒田夢の倶楽オープン

2004年
 酒田湊観光絵図の作成

地域ならではの動き

連携④

取組【7】

取組【11】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】
　・距離感を考慮した施設整備（歩いて観光してもらため）
  ・現役の倉庫の活用による施設整備
  ・外国人観光客の受入体制（人材育成）の整備
【地域の取組の流れ】
　・街を歩いてもらうために、拠点となる施設の中間地点に休憩施設（川辺の
　　館）を整備している。また、地域の特徴から外国人との交流も進んでいる。
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・旧建設省（現国土交通省）のまちなみデザ
イン推進事業：ソフト事業に500万円

07-会津若松

・大正浪漫溢れるまちづくりをコンセプトと
したまちなみ修景作業、空き店舗対策、
各種イベントの実施
・景観協定に基づく各地域の連携
・補助金の効果的な活用

・バイパス開通による道路事情の変化
・郊外に大規模住宅団地の建設

・地域商店街の町作りに対する理解促進
・地域の活性化

Ｈ９年　アネッサクラブの設立
　　　　　　（実施主体：65店舗の女性）

・女性の地域活動（ソフト事業）の中心となる
・行政との連携を図る
・地域活動との積極的な連携により地域活性化
が図られる

Ｈ１０年　㈱まちづくり会津の設立
　　　　　（実施主体：会津若松商工会議所）

・各種団体（行政、商工会議所等）・事業の
中心的な存在となり町全体の活性化に貢献
・各種団体との連携を基にＴＭＯとして認定

・景観協定に基づく助成金

・福島県地域づくりサポート事業：七日町駅
カフェ、会津ブランド館の修景に際して、そ
れぞれ1,000万円の補助金

・空き店舗対策事業：県・市から2年間家賃
補助、現在までに約20件が補助対象

・まちなか観光推進団体に認定：パンフ・マッ
プ、看板、のれん作成に対して経費の2分の
１の補助金、現在までに約20件が補助対象

Ｈ４年　会津若松市景観条例の施行
　　　　　　（実施主体：会津若松市）

・まちづくりネットワーク協議会
（野口英世青春通り協議会、博労町通り町
並み会、会津ふれあい通り大和町桂林寺
商店会、七日町通りまちなみ協議会、ア
ネッサクラブ、鶴ヶ城通りまちなみ協議会）

Ｈ１４年　七日町テナントミックス事業
　　　　　　「アイバッセ」の開館
　　　　　　（実施主体：㈱まちづくり会津）

Ｈ１４年　長期総合計画「会津まちづくり物語」
　　　　　　の策定
　　　　　　（実施主体：会津若松市）

Ｈ１３年　七日町駅へのＳＬ「磐梯会津号」
　　　　　　誘致
　　　　　　（実施主体：会津若松市）

・まちづくり研究会の発足（Ｈ８）
（青年会議所、商工会議所、大学教授、行
政職員）※会津短大を中心にスタート

・まちづくり会社設立準備会（Ｈ９）

・会津まちづくり会社準備会

会津若松市

影響

商工会議所

地域住民

・交通渋滞の緩和
・市内観光スポットへのスムーズな移動

・後の駅舎改修とＳＬがマッチして反響を呼ぶ
・「全国ＳＬサミットｉｎ会津」の開催（Ｈ１４）

・建物だけでなく地域全体の一体感が生まれる

・七日町通りとの一体感の向上
・地域情報発信の拠点となる

大正浪漫溢れるまちづくりをコンセプトに統一

活用

Ｈ１６年　会津ブランド館の開設
　　　　　　（実施主体：七日町通りまちなみ協議会）

Ｈ１７年　「会津ぐるっとカード」の発売開始
　　　　　　（実施主体：会津若松市）

・地域活性化と集客に繋がる

・ハイカラさんの増便、ＪＲの利用者数の増加等
・効率的な観光情報の発信
・広域的な観光ルートの提示

各

種
　
団

体

の

連
　
携

・市全体の方向性の整理
影響

・中心となる施設建設により新たな周遊拠点となる
・大正浪漫のコンセプトに調和する施設づくりにより
一層の町イメージの向上になる

・老舗店舗の主らによる七日町通りの建物調
査、建物所有者の説得等の地道な活動

Ｈ９年　「七日町パラダイス」のスタート
　　　　　（実施主体：七日町通りまちなみ協議会）

・継続的なイベントの実施による地域活性化
・大正浪漫のイメージの定着に貢献

Ｓ４６　会津復古会の設立
・後の会津の町づくりの精神的起点となる
・地域づくりの中心となる人材への触発

Ｈ１７　会津DCの開催

Ｈ１８　「この夏も会津へ2006」の開催

・地域連携の促進
・各交通事業者との連携

・ＤＣの効果を引き継ぎ、
地元からの呼びかけによ
るキャンペーンの展開

Ｈ１９　中心市街地活性化協議会の設立

・あいづふるさと市町村圏協議会の設立（Ｈ８）

・会津若松地方、喜多方地
方、南会津地方で「ふるさと市
町村圏」として知事より認定

・広域連携への基盤の強化へ
・「極上の会津プロジェクト協議会」（Ｈ１８）
の立ち上げ

Ｈ６年　七日町通りまちなみ協議会の設立
　　　　　　（実施主体：老舗店主）

Ｈ１３年　七日町浪漫ステーション開発事業
　　　　　　「駅カフェ」
　　　　　　（実施主体：七日町通りまちなみ協議会）

Ｈ１３年　七日町ローマン小路整備事業
　　　　　　（実施主体：会津若松市）

Ｈ１３年　まちなか周遊バス「ハイカラさん」
　　　　　　の運行開始
　　（実施主体：まちなか周遊バス運行事業実行委員会）

取組【10】

連携②

連携⑥

取組【18】

取組【20】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】
　・老舗店舗の主らによる地道な活動　・まちなみ協議会による支援制度を活用した取組
　・女性団体（アネッサクラブ）の活動による街作り　・コンセプトに基づいた各種事業の実施
【地域の取組の流れ】
　・老舗店主らの活動により街並み整備に関連したハード・ソフトの各種取組が進んでいる。
　　また、それに影響を受ける形で、様々な活動団体が精力的に活動している。

地域ならではの動
き

取組【8】

取組【9】
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07-喜多方Ｓ４９　喜多方の蔵が東京の写真展で紹介される

Ｓ５０　ＮＨＫで「蔵づまいの町」として紹介される

・蔵を目当てに来た観光客がラー
メンの火付け役になる

・ラーメンの町として脚光を浴びる

・東北新幹線の開通、磐越自動車道の開
通、国道１２１号大峠道路の開通

・甲斐本家の蔵一般公開
　※当初は無料だった

・有料公開の流れが定着

・蔵保存奨励補助事業
　（実施主体：喜多方市）

・蔵保存の機運醸成

Ｈ５　蔵の里の開設
　　（実施主体：喜多方市）

・道路建設での蔵の解体

Ｓ６２　老麺会の発足
　　（実施主体：地元ラーメン店）

Ｓ６３　蔵移築再生事業
　　（実施主体：喜多方市）

・県の助成金の活用

・ラーメンマップの作成

Ｓ５２　喜多方のれん会発足
　　（実施主体：老舗１５店）

・商業と街並み保存の両立に貢献

・特色を生かした道筋整備の実施

・徐々に観光客が増加、意識の向上

Ｈ７　蔵の会の設立
　　（実施主体：市内有志）

・蔵の新たな活用、喜多方の発展に貢献

Ｈ１４　蔵みっせ喜多方のスタート
　　　　　　（実施主体：蔵の会）
　　　　　　※Ｈ１９より「くらはく」となる

Ｈ１５　蔵のフォーラムスタート
　　　　　　　（実施主体：蔵の会）

Ｈ１３　蔵のまち喜多方冬まつりのスタート
　　　　　（実施主体：実行委員会）

Ｈ１６　会津北方小田付郷町衆会の設立
　　　　　（実施主体：地区有志）

Ｈ１７　まちづくり寄合所の設立 Ｈ１７　街並みライトアップ
　　　　のスタート

Ｈ１６　蔵してる通りフェス
　　　　ティバルの開催

Ｈ１８　獅子舞フェスタ
　　　　の開催

・地域住民、観光客へ新たな蔵の町のイメージが定着
・各団体の連携が本格化

・昭和初期までに多くの蔵が建てられる

・観光客の増加、地域住民の意識活性化

Ｈ１８　市町村合併（喜多方市・耶麻郡熱塩加納村・塩川町・山都町・高郷村）

・喜多方発21世紀シアターの開催
　（実施主体：実行委員会）

・行灯設置
・花いっぱい香りの木植栽事業

Ｓ６２　歴史的地区環境整
　　　　備街路事業開始
　　（実施主体：喜多方市）

承継

・東大研究室喜多方チームの参加

Ｈ１２　ふれあい通り地区
　　　　の整備開始
　　（実施主体：福島県）

影響

Ｈ１９　まちづくり推進課の設立
　　　　（実施主体：喜多方市）

・景観協定を作成中

Ｈ５　蔵の町ガイドの育成開始

取組【12】

Ｈ１２　蔵のまち・アートぶらりーのスタート
　　（実施主体：実行委員会）

Ｓ５８　旅行雑誌でのラーメンＰＲ

地域ならではの動き

連携⑥

取組【13】

取組【11】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】
　・地域観光資源である蔵の保存と活用
　・ラーメンの町としての知名度の向上
　・「蔵とラーメン」の魅力を的確に表現したイベントの実施
【地域の取組の流れ】
　・メディアで紹介された流れを逃さず、地域整備（ラーメンと蔵
　　の街）を進めている。また、地域の活動団体と大学が連携
　　することで、魅力的なイベントを創出している。

各種イベント

各種イベント

・「歴史的みちすじ事業」の活用
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08-大内宿

S５６　町並保存会の結成
　　　　　（実施主体：地区住民）

Ｓ５５　「下郷町伝統的建造物群保存地区保存条例」
　　　　の制定
　　　　（実施主体：下郷町）

Ｓ５６　国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
Ｓ５６　「下郷町大内宿伝統的建造物群保存地区
　　　　補助金交付要綱」の制定
　　　　（実施主体：下郷町）

・保存地区内の建造物等の修理に補助金を交付。
　（限度額800万円）

・大内宿を守る住民憲章の制定（「売らない」「貸さな
い」「壊さない」の三原則を貫く「保存優先の原則」）
・独自のルールを制定することで、生活と観光のバラ
ンスを調整

大内区

消防団

火消し組み

蕎麦組合

生活改善

青年会

婦人会

児童会 老人会
・毎春2軒ほど葺き替えや補修を実施
・自然環境の保存、食文化の継承に貢献

・国道や鉄道の発達により取り残される

・中途半端な影響を受けなかったことで、当時の宿場
の面影が残る

・徐々に観光客が増加

・茅葺き職人の高齢化、技術の継承問題

Ｈ５　下郷町大内宿防災会の結成
　　　　　（実施主体：地元消防団　等）

Ｈ８～　江戸時代の道復元開始
　　　　　（実施主体：下郷町）

・住民の理解と文化財を守る意識の向上

・中央通りが昔の街道風に復元

・国庫及び県費の補助により各戸に
自動火災報知設備、屋内2号消火
栓、放水銃等が整備

・火災の危険性

・伝統的に引き継がれた相互扶助の精神

影響

Ｓ６１　　大内宿雪まつりのスタート
　　　　　（実施主体：地元実行委員会）

・多くの人の協力の中で地域コミュニティが生まれる

・相沢韶男氏（武蔵野美術大学教授）の雑誌
への紹介
・朝日新聞の報道

・町並み景観の低下

・文化庁へ保存の呼びかけ
・住民の街並み保存の意識が徐々に芽生える

・Ｓ５２年に大内ダムの着工による補助金が交
付され茅葺き屋根が減少（アルミサッシへ）

・Ｈ１７　大内宿が手づくり郷土賞を受賞

・Ｈ４年に第１回「美しい日本のむら景観コンテスト」
の文化部門で農林水産大臣賞を受賞

・Ｓ５０年に文化財保護法が改正となる。（表の
景観のみ整備すれば良いこととなる）

Ｈ１０　「大内結いの会」の結成
　　　　　（実施主体：地元若手中心の１７名）

影響

影響

・地域の拠点となる施設となる
・当時の生活や風習を伝えイメージの定着に貢献

・観光客の更なる増加

Ｓ５９　大内宿町並み展示館の開設
　　　　　（実施主体：下郷町）

・行政職員から茅葺職人となったキーマンの存在

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

取組【20】

【地域のキーポイント】
　・各団体の活動による地域コミュニティの活性化
　・相互扶助の精神による街並みの保存
　・大内結いの会による伝統・文化の継承
【地域の取組の流れ】
　・保存地区選定により町並保存の意識が向上しており、その基盤と
　　なっている地域組合の活動が伝統・文化の継承にも貢献している。
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09-館山・南房総・海水浴客の減少、地域観光の衰退
・アクアラインの開通のによる新たな観光拠点の必要性

・特産の「枇杷」による地域振興に貢献
・「一括受発注システム」の開発
・地域の観光情報・文化交流の拠点とな
る

Ｈ１２年　観光プロデューサーの公募
       　　 (実施主体：館山市観光協会）

Ｈ１４年　食用花の商品化
       　　 (実施主体：朝夷商工会）

Ｈ１６年　自然・歴史ガイドの本格稼働
       　　 (実施主体：たてやま・コミュニティビジネス研究会）

Ｈ１７年　地域資源活用構想等策定調査
       　　 (実施主体：たてやま・コミュニティビジネス研究会）

Ｈ１７年　花をテーマにした観光商品づくりに着手
       　　 (実施主体：枇杷倶楽部等）

・経験や情報を生かしながら、観光客
の誘客に貢献

・多様なコンテンツと双方向型の掲示版
により観光客、地域住民との交流の創出
・南房総全域の観光情報をカバー

・「花」を活用した新たな商品の発掘
による地域活性化

・年間を通じ活用できる観光資源の発掘
・教育旅行のプログラムへ応用
・ＮＰＯ等の参加機運の醸成

・各駅が周遊観光の拠点として機能

・ＮＰＯの連携体制強化（８団体）
・体験観光50選とのリンク

・地域（ＮＰＯ、行政、観光協会等）の連携強化、広域の着地型観光の基盤形成

・教育旅行誘致へ貢献
・教育旅行の受け入れの増加（H15:3校
→H18:40校）

・シーニックバイウエイ的発想による滞在
型観光の拡大に向けた滞在資源活用法
の検証

・年間を通し花を観光資源として活用することに
貢献（フラワーアレンジメント、花をテーマにした
料理等）

・「花」を活用した取組よる民宿の活性
化
・地元花農家の協力（無農薬栽培の花
を使用）

Ｈ１２年　地域インターネット基盤整備事業
       　　 (実施主体：総務省）

・「地域はひとつ」の意識の芽生え

・一括受発注システムにより地域の窓口
的存在になる

・オフシーズンだった冬期にも観光バスツ
アー（団体客）が定着

・道の駅だけでなく地域にあるすべての
資源を活用

Ｈ１４年　新たな海辺の文化の創造研究会海辺
　　　　　　のまちづくり研究会（市助役からの提案）
       　　 (実施主体：町づくりメンバー１５人）

・市民にまちづくり活動への関心が高まる

・ＮＰＯたてやま・海辺のまちづくり塾の設立

・ふさの国観光みらい塾での「南房総千
倉町　花の宿宣言」の企画

・Ｈ１９年に民宿組合で修学旅行の受け
入れ開始
・他地域とは違った体験学習の取り入
れ

・民宿同士の連携による集客

・メニューの開発、ニーズの合致による連携

地域資源の「見せ方」の工夫・半島いきいきネットワーク形成促進事業活用

・観光まちづくりコンサルティン
グ事業を接点にして連携

Ｈ１9年　ちばデスティネーションキャンペーン

Ｈ１８年　南房総市誕生

・観光交流空間モデル事業活用

Ｈ１５年　道の駅ネットワークの形成
        (実施主体：枇杷倶楽部、南房総ＩＴ推進協議
会）

Ｈ１５年　体験観光50選の創設
       　　 (実施主体：館山市観光協会）

Ｈ５年　道の駅「とみうら枇杷倶楽部」の設立
       　 (実施主体：富浦町役場、㈱とみうら）

Ｈ１７年　「花の宿宣言」の展開
       　　 (実施主体：千倉町民宿組合）

Ｈ１６年　たてやま・コミュニティビジネス研究会
　　　　　  の設立
       　　 (実施主体：ＮＰＯたてやま・海辺のまちづくり塾）

取組【13】

Ｈ１３年　観光ポータルサイト「南房総いい
　　　　　　とこどり」の開設
       　 　(実施主体：南房総市、枇杷倶楽部）

連携④

取組【6】

取組【9】

取組【15】

取組【1】

取組【5】

取組【21】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】
　・道の駅の連携による地域観光資源の活用　・ＮＰＯ団体の連携による体験活動の推進
　・民宿の連携による宿泊魅力向上
【地域の取組の流れ】
　・枇杷倶楽部を軸とした道の駅ネットワークを中心にＮＰＯ団体等の様々な活動が
　  市町村合併、キャンペーンを通じて連動している。
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・自然（富士山と湖）のみの観光地対策に対す
る疑念（天候頼みの観光）
・優れた観光施設の不存在（旅行会社からの
低評価）

・河口湖のシンボル的存在となる
・河口湖ミューズ館、中原淳一美術館
も前後して建設される
・ボランティアスタッフの活用

Ｈ７年　河口湖ステラシアターの建設
　　　　　（実施主体：富士河口湖町） ・首都圏都市型では作れない固有の

シアターでの集客
・ボランティアスタッフの活用

・県外（東京・神奈川・静岡等）からの観光
客の増加

Ｈ１６年　ネイチャーガイド養成講座、ガイドツアー実施
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

・ヒット・アンド・ペイ方式の採用による財
政面のクリア
・河口湖温泉郷の観光の機軸となる

Ｈ１５年　西湖いやしの里根場の整備スタート
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

・観光客の交通ストレスの解消
・平成１６年には同方式で西湖方面の新
路線も運行開始

・河口湖固有の交流拠点となる
・平成１８年に西湖いやしの里根場第１期
オープン

Ｈ１７年　標識整備計画の策定
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

・景観向上、開発抑制に繋がる

Ｈ３年　河口湖美術館の開館
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

Ｈ２年　河口湖ハーブ館の開館
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

・ハーブを活用した事業のメインとなる
・Ｈ９年には香水の舎も完成
・地元住民の雇用の場

・当初の一年間で約４千７百万の収入

・サクランボ・イチゴ狩り事業の実施
　（実施主体：各組合）

・観光活性化標識ガイドラインの活用
（パイロットケースに応募）

・ブラックバス釣り客の増加に伴う、トイレ不足、ゴミ問
題等の発生

・昭和41年の台風の影響による被災

Ｓ６３年　ふるさと創生事業スタート
        (実施主体：富士河口湖町）

Ｓ６４年　大石紬伝統工芸館の開館
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

・貴重な伝統工芸の継承に貢献

Ｈ３年 フィールドミュージアム構想
        (実施主体：富士河口湖町）

・地域の自然や文化を住民の視点で再評価
・町全体を野外博物館に見立てるまちづくり事業

・富士と緑豊かな文化の里づくりをテーマ
に観光施設の充実を図る

・後の箱物建設の際の統一的基準となる
・民間事業者の乱開発の防止に貢献

・土地開発行為の適正化条例（Ｓ６３）、サイン計画（Ｈ
２）、景観ガイドプラン（Ｈ１１）、新町サイン計画（Ｈ１５）

・韓国を始めアジア各地の旅行業者への
売り込みに成功
・同時に海外エージェントの招聘も実施

・観光地間の競争激化
・海外での富士山＝河口湖町のイメージの不定着

Ｈ１９年 観光立町推進条例の施行
       　 (実施主体：富士河口湖町）

Ｈ２１年 観光立町推進基本計画の策定（予定）
       　 (実施主体：富士河口湖町）

・総合的かつ計画的な推進
・基本計画への町民等の意見の反映と推進会議での審議
・活力ある地域づくりと町民生活の向上

・国の観光立国推進基本法、基本計画の策定

・河口湖町、勝山村、足和田村の合併（樹海が町区域
に入る）

Ｈ６年　河口湖フィールドセンターの開設
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

・野外博物館の拠点として開設

・教育旅行の受け皿になる

・ふるさと創生資金の活用

活用

派生

観光客増加

Ｈ９年　ブルーベリー農園の運営
　　　　　（実施主体：ブルーベリー組合）

Ｈ７年　温泉掘削事業
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

Ｈ７年　レトロバスの運行開始
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

統制

・体験・体感も含めた”五感”（視る、聴く、
嗅ぐ、味わう、触れる）による街おこし政
策により従来型観光から脱却
・団体旅行から個人旅行、男性観光客か
ら女性観光客へターゲットをシフト

更に充実

・リゾートマンションブーム

・地下水保全条例
（実施主体：富士河口湖町）

・町長の強力な指導力と実行力

10-富士河口湖

Ｈ３年　五感文化構想の誕生
        (実施主体：富士河口湖町）

取組【2】

Ｓ６３年　土地開発行為の適正化条例制定
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

H７年　車両購入補助、運行補助
　　　　（実施主体：富士河口湖町）

取組【7】

Ｈ１１年　海外キャラバンのスタート
　　　　    （実施主体：富士河口湖町）

Ｈ１３年　全国初の遊漁税導入
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

・まちづくり交付金の活用

取組【17】

　地域ならではの動き

連携②

連携②

連携②

連携③

連携⑥

取組【14】

取組【4】
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10-富士河口湖

・観光客が減少する梅雨時に開催できる
イベントにより地域活性化
・外国語によるアナウンス等で国際的誘
致力のあるイベントへ発展

・青木ヶ原樹海等の自然や文化の保全と
活用に成功

Ｈ１１年　「河口湖紅葉まつり」のスタート
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

Ｈ５年　「第１回ハーブサミット」のスタート
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

Ｈ１０年　「冬花火・湖上の舞」花火大会のスタート
　　　　　  （実施主体：富士河口湖町）

・多くの優れた観光施設の建設により新
たなイメージの定着が図られる
・官主導の整備により民間美術館進出
の契機となる（久保田一竹美術館、オ
ルゴール美術館の進出）
・箱物の建設は行政が実施し、整備・運
営はふるさと振興財団に任せ、独立採
算性を採用することで、経営意識の定
着を図る
・設備の充実を図ることよりコンセプトの
明確性とセンスの良さで勝負し、さらに
補助金等を有効に活用することで低予
算での建設が可能となる

・駐車場・トイレ・ゴミ
問題等の改善

・河口湖町の良い宣
伝となる

・各団体（行政、商工会等）が参加することにより地域
連携が促進される
・開催期間の長さもあり旅行会社等の目にとまりやすい
・新聞・広告を使用するよりＰＲ・イメージアップに繋がる

・オフシーズンの秋・冬にイベントを開催
することで観光収入の安定化に貢献

・温泉運営は行政ではなく民間に任せ地
域活性化を図る（行政が運営しているも
のは地元住民の使用に限っている）

・徐々に外国人観光客が増加（１８年度
宿泊客１７万２千人）
・富士山＝富士河口湖のイメージの定着
・

・観光ルネサンス補助事業、ＶＪＣ地方連携事業
・中国での旅行ＶＩＳＡの規制緩和

・観光課職員がそれぞれ海外地区を担当

取組【12】

Ｈ４年　「第１回河口湖ハーブフェスティバル」のスタート
　　　　　（実施主体：富士河口湖町）

連携⑤

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】
　・行政主導による統一的な施設整備　　・施設と連動したイベントの実施
　・オフシーズンにも対応したイベントの実施　・海外へのプロモーション活動
【地域の取組の流れ】
　・行政主導による施設整備や住民と連携したイベントの実施が地域の魅力を引き立てている。
　　また、観光資源である樹海を活用したガイドツアーも開発しており、様々なニーズに応えられ
　　るような観光地となっている。
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 景観形成のルールの
 明確化

11-高野山

1991年～
 近畿圏における「歴史街道」
 への取組

2002年
 景観条例の制定

1990年
 電線類地中化事業を開始

歴史的街並みの再生を目指した
景観づくりへの取組がはじまる

観光客が増加する一方で
観光地としての魅力やホ
スピタリティが不十分

 観光客数の増加
   1998年
      112万人
   2005年
      123万人
 外国人観光客数
　 1998年
　　　5000人
　 2005年
　　 13000人

 県による観光振興策の誘
 導、広域との連携

 まちなみを形成するル
 ールの制定

 世界遺産をセールスポ
 イントとした戦略的プ
 ロモーションの展開

 高野山ならではの宿泊
 体験の提供

 他地域との差別化
（ブランド化）

 景観整備による地
 域イメージの維持
 と形成

2001年
 「歴史街道モデル事業プラン」の策定

2002年～2009年
 高野山金剛峰寺周辺地区における
 街なみ環境整備
 　事業内容
 　・ポケットパークの整備
　 ・ベンチ・案内板の整備
　 ・電線類地中化
　 ・駐車場整備

 広域連携による観光プロモーション
 の実施
 　・広域連携による観光魅力の創造
　 ・戦略的プロモーション活動　等

街並み景観、歩行環境
の改善により観光客の
快適性、回遊性が向上

 真言密教の歴史と文化
 を外国人に発信
 ガイドの提供

 住民への情報公開、情
 報発信が、景観行政に
 対する理解や関心につ
 ながる

世界遺産に相応しい景観
形成が課題

2002年
 「紀伊山地の霊場と参詣道」
　世界遺産暫定リストに登載

2005年～2009年
 高野山金剛峰寺周辺地区における
 街なみ環境整備
 
【事業内容】
 ・トイレの整備、住宅の修景、駐車場整備

 世界遺産を有するに相
 応しい景観の形成
 
 観光客の受入基盤の整備

2004年
 「紀伊山地の霊場と参詣道」
　世界遺産登録

「まちづくり交付金」の活用
（実施主体：町）

「歴史街道モデル事業」の活用
（実施主体：町、歴史街道連絡協議会）

「元気のくに観光創生事業」の活用
（実施主体：(社)和歌山県観光連盟、高野町
観光協会）

2007年
 和歌山県観光振興アクション
 プログラムの策定

2006年～2016年
 宗教環境都市への戦略プロジェクト
 への着手
 　事業内容
 　【まちづくり】景観整備､都市施設整備、
　　 拠点形成とネットワーク構築
　 【観光】観光ナビシステム､まちの駅整
　　 備､着地型観光､信仰ツーリズムの展開
　 【交通】歩行環境の改善､公共交通の見
     直し､交通バリアフリー
　 【文化･教育】高野山学､高野山創造学､
     ツーデーマーチ､林間学校等
　 【暮らし環境】地域生活交通の改善　等

 宿坊体験の実施

取組【8】

「まちづくり総合支援事業」の活用
（実施主体：町）

2006年
 ５カ国語ガイドシステムの導入

2006年～
景観通信の配信
（審議会の内容など景観行政に関する情報提供）

2008年
 景観行政団体となる

取組【16】

「頑張る地方応援プログラム」の活用
（実施主体：町）

取組【6】

連携④

取組【16】

取組【11】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・各種支援制度の活用による環境整備　　・外国人観光客に対応したガイドシステムの導入
【地域の取組の流れ】　 ・高野山金剛峰寺の周辺環境の整備を各種支援制度を活用することで、統一的に進めている。

2006年～
 景観審議会の開催

「観光ルネサンス事業」の活用
（実施主体：(社)和歌山県観光連盟､高野町観
光協会）

2006年
 環境維持基金の創設
   基金は地域のまちづくり事業への
   助成金として活用される。2007-
　 2008年度は景観整備に活用。

取組【4】【17】

連携③④

地域ならではの動き

 
103-104 



 

・「街並み」に限定することな
く、「まちづくり」といった幅広
い組織体制（年齢、性別、得意分
野等）を確立。
・女性メンバーも多数参加。

12-熊川宿

 熊川文書の文化財指定
 福井大学による熊川宿
 の発見･街並み保存調査

 1980年前後（昭和50年代）
　｢熊川宿町並みを守る会｣誕生

　｢熊川宿町並み保存特別委員会｣
　 誕生

重要伝統的建造物群保存地区の制度
に対する過度の期待や誤解があり、
町並み保存やまちづくりに対する機
運が醸成されない。

1994年度
 熊川まちづくりﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定

 大学、トラスト団体等
 による相次ぐ町並み調
 査

1995年度
　｢若狭熊川宿まちづくり特別
　 委員会｣を発足

1995年度
 鯖街道･熊川宿整備総合計画策定

1995年度
 まちづくりフォーラムの開催

まちづくり総集会の開催、視察研修実施
機関誌による広報等

 重要伝統的建造物群保
 存地区の制度への理解
 が広がる。
 地域住民の町並み保存
 への意思統一

 1996年度
重要伝統的建造物群
保存地区に選定

1996年度
 歴史国道若狭街道（鯖街道）
 熊川宿整備計画策定

 住民参加の計画づくり
 町並み整備のための具体的計画策定

 重要伝統的建造物群保
 存地区選定を受けて、
 地域住民の町並み保存
 やまちづくりへの理解
 と機運高まる。

 国土交通省
 の歴史国道
（1994年度）

1997年度
 若狭鯖街道熊川宿資料館｢宿場館｣
 を整備・開館

1998年度
 歴史的建築物(旧逸見勘兵衛家住宅)
 を修復整備

1998年度
 ｢熊川宿街並み保存伝統技術研
 究会｣を発足

1998年度
 ｢鯖街道熊川宿デザインガイド｣
 を策定

 大工等職人や技術者が集まって「古き町
 屋に新しく住まう｣をテーマに､伝統工法
 の発掘､調査､継承を図る研究会を実施

歴史的町並みの保全･活用への
計画的な取組の基礎が構築

1998年度
 ｢熊川宿伝統芸能保存会｣を発足

 熊川音頭､白石神社祭礼等の伝統を継承
 80年間途絶えていたてっせん踊りを復活
 白石神社山車や見送幕の復元

 修復･修理の指針(デザ
 インガイド）

 コミュニティや人材
 の育成

 観光客の見学対象の
 持続・発掘

 つる細工教室の開講
 観光客の体験機会創出
 特産品･土産品の開発

重要伝統的建造物
群保存地区制度
（1996年度）

 語り部の会の学習会の開催  観光ボランティアガイ
 ドの人材養成

観光産業
の

萌芽･育成

1999年度
 中ノ町景観整備(河川環境､電線地中化等)

2002度
 ｢若狭熊川宿伝統文化復活継承
  基本構想｣を策定

2005年度
 下ノ町､上ノ町整備(ｾｯﾄﾊﾞｯｸ･裏配線)

 街歩きのルートや
 休憩広場の形成

2001年度
 遊歩道や公園の整備  歴史的町並みに相応

 しい景観の形成

 地域住民主体の研究会､保存への取組組
 織の形成、技術習得活動（練習）
 京都一乗寺郷土芸能保存会と交流

2000年度
 いっぷく時代村開催
（以降毎年催行する）

2003年度 熊川番所を復元・公開

｢いっぷく時代村実行委員会｣発足

2006年度
 ｢鯖街道熊川宿まちづ
 くり協議会｣発足

｢熊川宿おもてなしの会｣発足

1999年度
 道の駅｢四季彩館｣を整備・開館

2007年度
 「勘兵衛茶屋」の整備・開業

 観光客をお迎えする
 観光拠点や情報・交
 流拠点の形成

｢語り部の会｣等の地域
住民によるまちづくり

活動団体が発足

 歴史的町並み情報、地域学習
 の成果、観光情報等を一元的
 に情報発信

 2006年度 鯖街道要所案内マップ作成

 2006年度 熊川宿語り部案内資料作成

 2006年度 熊川宿公式ホームページ開設

「若狭鯖街道の町
  並み保存 5年間
  の歩み」の刊行

 ｢まちづくり憲章｣
 ｢まちづくり申合
  せ事項」を制定

 重要伝統的建造物群保
 存地区選定を受けて、
 住宅等の修復・修理軒
 数が増加する。

 観光客数
 大幅増加

 来訪者数
 1997年度
  24千人

　　↓
 
 2004年度
　388千人

道路関連の「特定交通安全
施設整備事業｣等活用

(事業主体:町・旧建設省)

観光客の見学対象形成、
地域学習の成果を活かした観光
拠点の形成2000年度

 まちづくりニュース
 レター｢鯖街道熊
 川宿」を発刊

取組【16】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・まちづくり特別委員会による地域づくりの推進　　・施設整備と連動した周辺環境の整備　　・人材育成と伝統文化の継承への取組
【地域の取組の流れ】　 ・まちづくり特別委員会の活動を中心として、様々な団体が街並み整備と伝統・文化継承への取組を実施している。

 観光客の立場に立った
 観光情報、街歩き情報
 の提供、ガイド提供

 観光拠点の形成により
 観光まちづくりの自信
 と推進力が形成

地域ならではの動き
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1987年
「石畳を思う会」の発足

1978年
保存対策費補助金交付要綱の制定

13-内子

1972年に文化庁が実施し
た第一次集落町並調査で
リストアップされたこと
や、メディア（雑誌、映
画ロケ等）の外部からの
評価が町並みに着目する
きっかけとなった。

1976年
「内子町八日市周辺町並保存会」
の発足

旧町職員がキーマンと
なって、八日市・護国
地区の住民と対話方式
で合意形成を図った。

1977年
内子町伝統的建造物群保存地区保
存対策調査の実施

1980年
木蝋資料館「上芳我邸」の整備・開館

歴史的町並みの保全･
活用への計画的な取
組の基礎が構築（体
制、制度等）
「木蝋と白壁のまち
づくり」をキャッチ
フレーズに町並み保
存活動が歩きはじめ
る。

 1980年
　重要伝統的建造物群
　保存地区に選定
（全国で18番目）

内子町の町並み保存やま
ちづくり活動が評価され
はじめ、観光客も徐々に
増え始める。
・日本の道百選('86)
・潤いのあるまちづくり
　自治大臣賞（'86)等

町並みの景観整備促進
観光客の見学対象形成による賑
わいの創出

観光拠点の形成により、観光ま
ちづくりの自信と推進力が形成

住民主体の自立したまちづくり
につながる

1990年
石畳地区で水車・水車小屋の復元

外からの評価が自信となり、住
民の積極的なまちづくりへの参
画が広がる

町並み保存の農村部への波及
（石田畳地区、大瀬・成留屋地
区）

1999年
八日市地区街づくり協議会の設立

観光客の増加により、農
産物の売れ行き向上。
地産地消やグリーンツー
リズム等、観光型農業へ
の取組が活発化。

各種事業の
相乗効果に

より

観光客数が
大幅増加

 来訪者数
 1975年度
  約１万人

↓
 2005年度
約61万人

特産物販売
額

2005年
約4.5億円

↓
10年で10倍

1980年
内子町八日市・護国地区伝統的建
造物群保存地区保存計画の策定

1991年
内子町伝統的建造物群保存地区に
おける内子町税条例の特例を定め
る条例の制定

1993年
内子町八日市護国伝統的建造物群
保存地区保存基金条例の制定

1994年
農家民宿「石畳の宿」オープン

1994年～1996年
産直実験施設「内の子市場」の開設

1995年
大瀬･成留屋地区HOPE計画策定

1998年
「大瀬の館」オープン

2004年
えひめ町並み博２００４の開催

2006年
内子市街地整備基本計画の策定

「まちづくり総合支援事業」の活用
（実施主体：町）

町並み保全から村並み保
全への展開

1980年に八日市・護国地
区が重要伝統的建造物群
保存地区に選定され、町
並み保存の取組が活発化
する。

町並み保存に対する住
民意識はまだ低い。

2005年
内子町、五十崎町、小田
町が合併し、新「内子
町」が誕生

観光客の受け入れと地
域の生活環境保全との
両立が課題

1979年
役場内に町並保存対策プロジェク
トチームの設置 1980年

内子町伝統的建造物群保存地区保
存条例の制定

1988年
町並駐車場の整備

1989年
八日市・護国地区で電柱の撤去

1987年
うちこ六日市・八日市護国地区伝
統的建造物群保存地区保存対策調
査の実施

1983年
内子町観光振興計画の策定

1993年
内子町新総合計画策定

1992年
石畳水車まつりの開催

1982年～
観光農園の取組

2007年
内子町観光交流計画の策定

職員研修制度・町民研修制度の実施

2008年（予定）
内子町八日市・護国地区伝統的建
造物群保存地区保存計画の見直し

1982年
内子町総合振興計画の策定
（町並み保存､人づくり､高次元農業）

景観保全のための支援制度や表彰制
度が伝建地区のイメージの維持や市
民の意識醸成につながる

1992年
内子フルーツパーク基本構想の策
定

2000年
「八日市・護国町並保存センター」
オープン

地域産業、地域経済への波及
（産直、地産地消、観光農業）

「愛媛県アグリトピア構想推進事
業」の活用（実施主体：町）

「農業構造改善事業」(産直施
設)､「アグリベンチャー支援事
業」(農産物加工施設)の活用（実
施主体：㈱フレッシュパークから
り、町）

「ふるさとＣ＆Ｃモデル事業」の
活用（実施主体：町）

1999年～2005年
八日市・護国地区における街並み環境
整備

2007年～2011年
内子・大瀬地区における街並み環境整
備

「まちづくり交付金」の活用
（実施主体：町）

1996年
産直施設「内子町フレッシュパークか
らり」オープン

1989年
内子町美しい景観建造物デザイン
賞表彰実施要綱の制定

1986年～
「内子町知的農村塾」開講

食と農の体験交流活動の実施

地域コンセプトの的確な把握

1983～1985年
歌舞伎劇場「内子座」の修復、開館

取組【19】

取組【16】【19】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・地域観光資源の的確な把握（街並み保存と農業の活性化）　　・街並みの保存　　・各種制度の制定による地域住民の意識の醸成　　・産直施設の運営による農家の活性化
【地域の取組の流れ】　 ・地域づくりの初期段階において地域資源を的確に把握し、街並・農村整備に取りくんでいる。また、農村塾の実施による地道な人材育成が、農業活性化の基盤となっている。

取組【15】

取組【9】

連携④

 
107-108 



 

H13年　”昭和の町”づくり着手
　
　　　・４つのコンセプトの確立・基本的
　　　　戦略の構築
　
　　　　　１ 昭和の商店建築再生事業
　　　　　２ 店の歴史再生事業
　　　　　３ 商品再生事業
　　　　　４ 昭和の商人再生事業
　　　　（実施主体：商工会議所）

H15年　「ダイハツミゼット」昭和の町に集まれ！
　　　　　の実施
　　　　 （実施主体：商工会議所）

H14年　「昭和ロマン蔵」事業開始
　　　　・小宮氏の「駄菓子屋の夢博物館」を開館
　　　　・平成16年に「昭和の絵本美術館」を開館
　　　　・平成18年に「旬彩南蔵」を開館
　　　　・平成19年に「昭和の夢街三丁目館」を開館
　　　　（実施主体：商工会議所、まちづくり株式会社）

H6年　西の国東ロフト・ルネッサンスの実施
　　　 （実施主体：商工会議所）

H9年　風の街構想の策定
　　　 （実施主体：商工会議所）

H12年　豊後高田市総合計画の策定
　　　　 （実施主体：豊後高田市）

H10年　日本全国の町づくり事例のリサーチ
          の実施
　　　　 （実施主体：商工会議所　豊後高田市　他）

H13年　緊急雇用商店街の街並みと修景に関する
　　　　 調査事業（商店街街並み実態調査）の実施
　　　　　（実施主体：商工会議所）

H10年  豊後高田市商店街・商業集積等活性化基本
         構想策定調査の実施
　　　　 （実施主体：豊後高田市）

H4年　豊後高田地域商業活性化構想
        (実施主体：商工会議所）

・地域商店街、商工会議
所の意識活性化

・昭和のテーマにふさわしい歴史・景観
を保持していると判断

H17年　レトロカーで行く「昭和の町」懐古ストリート
　 　　　　の実施
　　　　　（実施主体：まちづくり株式会社）

H16年　豊後高田”昭和の町”活性化基本計画
　　　　 （中心市街地活性化基本計画）の策定
　　　　 （実施主体：豊後高田市）

・昭和の町の一層の取
組強化
・昭和の町づくりを中心
市街地全体での取組
へ拡大

H16年　「おまち再生計画」の策定
　　　　 　（実施主体：ＤＢＪ大分　他）

・観光客増加に対する
更なる整備と発展のた
めの提案

・観光客増加の問題発生！

・収入確保の仕組みづくり
・事業資金の安定的な確保
・H18年に「旬彩南蔵」を開館
・H19年に「昭和の夢街三丁目館」を開館

H9年　豊後高田市街地ストリート・ストーリーの策定
　　　　（実施主体：商工会議所）

・9店舗で昭和の町オープン
・2万5千人の観光客集まる

14-豊後高田

・Ｈ11　既存商店街再生研究会
・H12　まちなみ実態調査委員会
　　　　（35人、多様な構成メンバー）

修景事業（外装）

チャレンジショップ等

外装に
活用

内装に
活用

・観光客からの不満の声

・御案内人制度の活用

・商工会議所では対応が困難な状態になる

H19年　「中心市街地活性化計画」の認定
　　　　　（実施主体：豊後高田市）

・駅通り商店街の落ち込み
・213号線バイパス沿いに大型店の出店 ・商工会職員の商店街活

性化への熱意と行動力

H11年　くにさき千年ロマン－タイム・
         トラベルビジョンの策定
　　　　 （実施主体：商工会議所）

取組【2】

H13年　「大分県地域商業魅力アップ総合支援事業」
　　　　　の活用
　　　　　（実施主体：商工会議所、豊後高田市）

H13年　「中心市街地空き店舗対策事業」の活用
　　　　　（実施主体：商工会議所、豊後高田市）H14年　「平成14年度旧高田農業倉庫活用整備事業」の活用

　　　　　（実施主体：豊後高田市）※市単独事業

H14年　「平成14年度地域振興事業調整費事業」の活用
　　　　　（実施主体：商工会議所）※県からの補助金

取組【5】

取組【7】

取組【12】

H17年　「豊後高田市観光まちづくり株式会社」の設立
　　　　 （実施主体：豊後高田市　他）

取組【3】

・地域商店街の意識向上

・商店での展示品の展示
・農業倉庫の活用（後のロ
マン蔵）

・商業主体の町づくりの構
想の策定
・ハード重視の構想

・行政計画の中での昭和
の町の位置づけ 連携①

連携④

連携②

連携②取組【5】

取組【5】

取組【5】

取組【1】

取組【20】

【地域のキーポイント】　・詳細な地域現状把握　　・コンセプトに基づく各種事業の実施　　・コンセプトに基づく支援制度の活用　　・明確な目的を持った組織の設立
【地域の取組の流れ】　 ・商店街活性化のために、詳細な調査から「昭和の町」のコンセプトを創出し、そのコンセプトに基づいて各種事業を実施している。

取組【3】

・レトロな町のイメージの発見

・レトロモダンな町、歴史文化と触れあう
町の提案

・昭和のテーマが観光素材としてと耐え
うると判断

・昭和の町として国東半
島観光における位置づけ
の確定

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因
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2001年4月　商工歓光課グリーンツー
リズム推進係の設置
（町が窓口として体験を受け入れ）

会員制民泊の定例化（安心院町GT研究会）

15-安心院

1992年5月　アグリツーリズム研究会　発足
（宮田静一氏　他農家8人）

過疎化と高齢化の進展、後継者難、農
村自体の存続の危機

国によるアグリツーリズムの研究進む
アグリツーリズムについての
シンポジウム開催
（大分県）

1996年3月　グリーンツーリズム研究会　発足
（会長宮田静一氏　計30名）

1996年　「グリーンツーリズムモデル整備
構想」の大枠を策定
（安心院町）

グリーンツーリズムモデル整備構想
策定事業
（農林水産省）

2005年（株）安心院長
期休暇研究連合会を
設立（社長　宮田静一
氏）

1999年　窓口を安心院町に一本化

1994年　農村休暇法制定
（農林漁業体験民宿の規制緩和）

勉強会に終始し活動を伴わず低迷
（地域関係者のみの集まり）

2000年6月　大分県グリーン
ツーリズム推進協議会　発足
（大分県）

2000年4月　地方分権一括法
（旅館業法、食品衛生法が県の管轄
に）

2002年3月　旅館業法、食品衛
生法の規制緩和
（大分県）

2003年4月　旅館業法施行規則の改正

2003年7月　専任の事務局長　植田氏をス
カウト（安心院町GT研究会）

グリーンツーリズム旅行者の増加

行政視察の急増

2005年4月　大分・安心
院グリーンツーリズム大
学　開校（学長：高田前
町長）

1997年3月　「グリーンツーリズム取り組
み宣言」（安心院町・町議会で議決）

1996年9月　ワイン祭りに併せ、民泊（8戸）
を実験的試行（会員制の形をとる）

「家族旅行村」の指定
管理者に

2002年4月　大分県グリーン
ツーリズム研究会　発足
（宮田氏を中心に）

2004年3月　NPO法人格取得

2006年3月　「グリーンツーリズム宣言」
（新宇佐市・市議会で議決）

職員の雇用確保

「農泊・推奨の証」の認定

受け皿となる農家の底辺拡大

民泊に必要な設備などの改
善策を求める
（大分県）

1997年10月　安心院町グリーンツーリズム推進協議会　発足
（会長は町長）

2005年3月　宇佐市・安心院町・院内町
の3市町が合併して、新「宇佐市」誕生

県への規制緩和の要望

2002年　小中高の体験学習の受け入れ開
始（安心院町GT研究会）

「安心院方式」民泊の定着

小中高の体験学習の急増

2004年11月　NPO法人格取得

・県からの指導の防波堤
（町行政職員の支持）

取組【20】

コンセプト「農村の暮らし体験」の発見

地域ならではの動き

1996年11月　ヨーロッパへの視察団派遣
（以後継続実施）

取組【1】
連携①

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・農業活性化への新たな取組（農家民泊）　　・行政計画への地域コンセプトの反映　　・規制緩和による取組の推進
【地域の取組の流れ】　・グリーンツーリズム研究会の活動が行政を動かし、安心院方式の農家民泊を定着させている。
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コンセプト「黒川一旅館」

1986年5月　入湯手形販売開始
（黒川温泉観光旅館協同組合）

16-黒川温泉

1983年頃～　各旅館での露天風
呂の整備ラッシュ

1986年　まちなかへの植樹
以降、毎年春秋に植樹を実施
（黒川温泉観光旅館協同組合）

2004年　入湯手形の日帰り客（団体旅
行のまとめ買い）の販売中止
（黒川温泉観光旅館協同組合）

他の温泉地（由布院、野沢等）へ
の視察研修実施
（黒川温泉観光旅館協同組合）

1989年　女将の会発足
（黒川温泉観光旅館協同組合）

料理研究

接客対応（おもてなしの心）
の研修会

ITを活用した宿泊情報の共有
（黒川温泉観光旅館協同組合）

2007年　一連の環境整備活動がグッ
ドデザイン賞（日本商工会議所会頭
賞）を受賞

入湯手形の収入が組合活
動の大きな柱に

・黒川温泉のシンボルとして定着
・案内所としても賑わう

都市住民の「精神的癒し」へのニーズ

意識改革が実現し、活発な議論が行われた

各旅館における若い年代への世
代交代（若手からの新たな発想）

「鄙びた温泉地」ブーム

雑誌の取材などの増加

美しい観光地としてのイメージ定着

街なみ環境整備事業
（国土交通省）

街なみ環境の整備
（南小国町）

2001年　住みよい環境の里づくり条例
（南小国町）

2001年　街なみ環境整備事業計画
（南小国町）

1986年　黒川温泉観光旅館協同
組合　再編成

受け入れ容量を超える来訪者、入湯
手形の日帰り利用者急増

2002年　日本経済新聞「温泉大賞」受
賞

一部の宿泊客の満足度低下

1998年　ガイドブックの読者アンケー
トで九州地区第1位の人気温泉に（以
後、10年連続で選ばれている）

観光業界でも話題になる

1993年　組合事務所「風の舎」に移転
（黒川温泉観光旅館協同組合）

1987年2月　個人設置の案内看
板撤去・共同看板の設置
（黒川温泉観光旅館協同組合）

2002年　黒川地区街づくり協定の締結
（黒川温泉自治会・南小国町）

取組【6】

2006年　「黒川温泉」の商標登録
（黒川温泉観光旅館協同組合）

「緑の3倍増計画」関連　補助金
（熊本県）
※当時の知事は細川護煕氏

連携④

連携④

連携①

1994年　活路開拓ビジョン
（黒川温泉観光旅館協同組合）

組合員の活動にブレがなくなった

取組【4】

取組【16】

取組【2】

＜凡例＞

構想・計画

各種事業

アウトプット・アウトカム

制度創設・活用

ターニングポイント

イベント等

背景・要因

【地域のキーポイント】　・若手世代の登用　　・明確なコンセプトの提示　　・地域の実態に即した周辺環境の整備
【地域の取組の流れ】　 ・若者への世代交代を契機に、周辺環境の整備をセンス良く実施している。また、コンセプトである「黒川一旅館」の創出により地域の連帯感がさらに向上している。

地域ならではの動き

取組【8】
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○観光地域づくりに関連する国の支援制度一覧 

 

※平成１９年度時点において確認できたもので、観光地づくりに関連すると思われるものを掲載しています。 

※各制度の内容についてはＨＰより抜粋したものです。 

 

省 庁 事業名・制度名 実施主体（対象） 主な概要 

国土交通省 まちづくりコンサルテ

ィング事業 

自治体、観光関係団体、NPO等 ・各地方運輸局と地方整備局が地域を選定し、

アドバイザリー会議によるアドバイスを実

施する。 

国土交通省 ビジット・ジャパン・キ

ャンペーン地方連携事

業 

自治体等 ・地域（地方公共団体等）が国（各地方運輸局

（沖縄県にあっては沖縄総合事務局））と連

携して行う外国人旅行者の訪日を促進する

ための事業に対して、支援を行う。 

国土交通省 「観光地域プロデュー

サー」モデル事業 

原則として市町村 ・地域の観光振興の牽引役となる人材を欲して

いる地域と、観光地域プロデューサー希望者

とのマッチングを促進する。 

国土交通省 みなと振興交付金 港湾所在市町村（港湾管理者との

連携も可） 

・みなと振興交付金は、知恵と工夫をこらし“み

なと”の振興を通じて地域の活性化を図る港

湾所在市町村等の取り組みを支援するため

の制度。 

国土交通省 日本風景街道（シーニッ

ク・バイウェイ） 

・道路ならびにその沿道や周辺地

域を舞台とし、地域の資源を活

かした多様で質の高い風景の形

成等に係わる活動を実施する全

ての団体が参加可能。 

ただし、日本風景街道に登録を

するためには、「風景街道パー

トナーシップ」が申請主体とな

る必要がある。 

・地域住民や企業と行政の協働により、①道の

担う役割の復古・再生、②地域の資産の活用、

③新たな、多様な価値の創造、④使われ方の

負の遺産の清算等を目的として、自然、歴史、

文化、風景などをテーマに、「訪れる人」と

「迎える地域」の豊かな交流による地域コミ

ュニティの再生を目指し、美しい街道空間の

形成を図ることを目指す取組。 

国土交通省 地域自立・活性化交付金 都道府県が作成した広域的地域活

性化基盤整備計画に基づき、都道

府県が実施する事業の費用に充当

するために本交付金を交付する。 

・生産・物流機能の強化、観光の活性化、都市・

農村交流の促進等、拠点となる施設で行われ

る広域的な人の往来や物資の流通を通じた

地域の活性化を図る上で、必要となる基盤整

備等を支援する。 

国土交通省 地域住宅交付金 都道府県、市町村 ・地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設

や面的な居住環境の整備など地域における

住宅政策を自主性と創意工夫を活かしなが

ら総合的かつ計画的に推進することを支援

する。 

国土交通省 道の駅 案内・サービス施設の設置者は市

町村又は市町村に代わり得る公的

・一定水準以上のサービスを提供できる休憩施

設を「道の駅」として登録し広く案内するこ
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省 庁 事業名・制度名 実施主体（対象） 主な概要 

な団体であること とにより、道路利用者の利便性の向上と施設

の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環

境の形成並びに地域の振興に寄与すること

を目的とする。 

国土交通省 桜づつみモデル事業 対象施設： 

・良好な水辺空間の形成を図り、

併せて堤防の教化及び土砂の備

蓄等水防活動に必要な機能等を

整備のために設置する堤防側

帯。  

・植樹その他地域住民が水辺空間

に親しむための施設。  

・水辺は貴重な水と緑の空間であり、河川の清

涼な流水と緑の堤防は地域社会の憩いの場

等として重要な役割を果たしてきた。しか

し、河川地域の市街化等に伴い、緑が減少し

つつあることから、近年良好な水辺空間の整

備の一環として、堤防及びその周辺の緑化に

対する養成には非常に強いものがある。この

ため、特に周辺の自然的、社会的、歴史的環

境との関連から堤防の緑化を推進すること

により良好な水辺空間の形成を図る。  

国土交通省 水辺の楽校 国、都道府県、市町村 ・「子どもの水辺」再発見プロジェクトの趣旨

に鑑み、「子どもの水辺」における子どもた

ちの河川利用の促進、体験活動の充実を図る

にあたって水辺の整備が必要となる場合に

ついて、当該箇所を「水辺の楽校」として整

備し、活動のより一層の推進を図る。 

国土交通省 水辺プラザの整備 市町村 ・市町村にある水辺の魅力を最大限に引き出す

整備により、そこを訪れたくなるような、地

域交流の拠点となる「にぎわいのある水辺」

を創出する。 

国土交通省 観光地域づくり実践プ

ラン 

観光ルネサンス事業 

 

市町村（関係者からなる「広域連

携観光交流推進協議会」を設置す

る） 

・「観光地域づくり実践プラン」は、官民が一

体となって取り組む観光を軸とした地域づ

くりの立ち上げ段階で、「観光ルネサンス補

助制度」は、主に民間組織が行う観光振興の

取り組みに対して実施の段階で、それぞれ支

援を行う。 

国土交通省 観光基盤施設整備事業 

（国際交流拠点の整備） 

補助事業者都道府県（市町村が整

備主体の場合には間接補助事業） 

・外客来訪促進地域を訪れる外客に対し、当該

地域の紹介及び外客のニーズに応じた同地

域の観光ルート等の情報提供、同地域のテー

マを反映した文化、歴史、伝統芸能等を直接

体験できる施設を整備する 

国土交通省 観光基盤施設整備事業 

（快適観光空間の整備） 

補助事業者都道府県（市町村が整

備主体の場合には間接補助事業） 

・外客来訪促進地域を訪れる外客に対し、ルー

ト化された生きた街を散策してもらい人々

の生活に触れ、住民との交流を図るという街

を舞台とした真の国際交流ができる魅力あ

る観光地づくりを行う。 
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省 庁 事業名・制度名 実施主体（対象） 主な概要 

国土交通省 観光基盤施設整備事業 

（広域観光テーマルー

トの整備） 

補助事業者都道府県（市町村が整

備主体の場合には間接補助事業） 

・一定地域内に自動車旅行ルートを設定し、旅

行者に対し、観光資源や観光施設等の情報提

供する施設を整備するもので、旅行者が容易

に目的地に到達するとともに周辺の観光施

設の活性化に資するもの。 

国土交通省 観光基盤施設整備事業 

（バリアフリー観光空

間の整備） 

補助事業者都道府県（市町村が整

備主体の場合には間接補助事業） 

・観光客が集中する地域において、高齢者等も

快適にかつ安心して散策しながら観光でき

る空間形成を図るため、観光資源が散在し、

高齢者でも歩いて回れる散策ルートを形成

している地域を対象に、バリアフリー型トイ

レの重点的整備や、自治体が保有する観光案

内所、休憩施設等のバリアフリー化等につい

て、高齢者等にとっても快適な観光ルート整

備を行う。 

国土交通省 まちづくり交付金 市町村（特別区を含む） ・地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活か

した個性あふれるまちづくりを実施し、全国

の都市の再生を効率的に推進することによ

り、地域住民の生活の質の向上と地域経済・

社会の活性化を図るための制度 

・市町村が作成した都市再生整備計画に基づい

て実施される事業に対して交付金を交付す

る制度 

国土交通省 街なみ環境整備事業 地方公共団体 

・街なみ環境整備促進区域：面積

が１ha以上であり、かつ要件

（要綱に記載あり）に該当する

区域 

・街なみ環境整備事業地区：街な

み環境整備促進区域内におい

て、地区の面積が0.2ha以上で

あり、かつ、区域内の土地所有

者等により街づくり協定が締結

されている地区 

・生活道路等の地区施設が未整備であったり、

住宅等が良好な美観を有していないなど、住

環境の整備改善を必要とする区域において、

住宅、地区施設等の整備改善を行うことによ

り、地区住民の発意と創意を尊重したゆとり

とうるおいのある住宅市街地の形成を図り

ます 

・事業内容：地区内の権利者等で構成される協

議会組織による良好な街なみ形成のための

活動に対する助成、街なみ環境整備方針及び

街なみ環境整備事業計画の策定、生活道路や

小公園などの地区施設整備、地区住民の行う

門、塀等の移設や住宅等の修景に対する助

成。 

国土交通省 まちづくり計画策定担

い手支援事業 

土地所有者等、まちづくNPO・公

益法人、営利を目的としない法人 

 

・密集市街地等において、地権者組織等による

都市計画の提案素案の作成を支援すること

により、市町村による地区計画等の都市計画

決定を促し、これにより自律的な建替を促進
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し、市街地の整備改善等を図る 

国土交通省 地域資源活用構想策定

等支援調査 

原則複数の市町村 ・地域活力再生推進調査の一環として、地域資

源を活用した活力と誇りの持てる自立的な

地域づくりの取り組みを調査・支援するも

の。具体的には、地域資源を活用した地域づ

くりの構想策定、地域づくりの「きっかけ」

となる活動について、地域の状況に応じ地元

の官民一体となった取り組みを調査分析し、

その情報発信等を通じた施策展開を図るこ

とを目的とする。 

国土交通省 都市地方連携推進事業 市町村 ・都市と地方の農山漁村の市町村等が連携して

交流推進に取り組む事業とし、調査費（都市

地方連携プログラム策定経費）、設計費、工

事費、地域活動等推進費（ソフト事業経費、

社会実験経費）、事務費に対し補助。 

・住民・NPO等の連携で実施される先導的な交

流事業のソフト・ハード両面を一体的に支

援。 

国土交通省 地域づくりインターン

事業 

（若者の地方体験交流

支援事業） 

市町村 ・地域づくりに熱心な地域に､大学生や大学院

生を中心とした20～35歳までの三大都市

圏に居住する若者を体験調査員として派遣。 

・地域で進められている地域づくり活動や､地

域産業の体験、地域住民との交流などに参加

し、地域の魅力を理解する。 

国土交通省 景観形成総合支援事業 以下の２点を満たす市町村 

・国土交通大臣が同意した外客誘

致法に基づく外客来訪促進地域 

・景観法に基づく景観重要建造物

又は観重要樹木(確実に指定さ

れると認められるものを含む。

以下同じ。)の存する地域 

・地域の景観上重要であって、特に交流人口の

拡大の効果が大きく見込まれる、景観法に基

づく景観重要建造物及び景観重要樹木の保

全活用（景観重要建造物の修理や景観重要樹

木の枯損・倒伏防止措置等）を中心とした取

組を支援する。 

国土交通省 地域振興アドバイザー

派遣制度 

以下に該当する市町を対象に派遣 

・一から地域づくりを行うため､

その推進体制を整備しようとす

る市町村 

・長年地域づくりに取り組んで壁

にぶつかっている市町村 

・一定の成果をおさめて更に高次

の地域づくりに取り組んでいこ

うとしている市町村 

・地域の活性化･交流を促進するために､様々な

課題を抱えている市町村へ各分野の専門家

を派遣。 

・専門家から助言をしてもらうことにより､自

主的な地域づくり活動等を側面から支援し､

地域の活性化に資することを目的とする。 
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・地方拠点都市地域 

・中心市街地の活性化を課題とし

ている市町村 

・山村第3セクターの経営等を課

題としている市町村 

・市町村合併検討地域及び合併後

の地域づくりを課題としている

地域 

・リゾート整備を進めている地方

公共団体 

国土交通省 水辺の交流拠点整備～

リバーツーリズムの推

進、体験活動の推進～ 

国、都道府県、市町村 ・リバーツーリズムの振興を図るため、川で活

動するさまざまな主体の参画による、地域が

連携した安全で楽しい水面利用を推進する

とともに、自然豊かな水辺において環境学習

や自然体験活動を推進を目的とする。また、

河川本来の自然環境の整備・保全や周辺の景

観との調和を図りつつ、地域社会と一体とな

った河川改修を行い、良好な水辺空間の形成

を図る。 

国土交通省 水源地域ビジョンの策

定・推進 

実施主体：ダム事業者・管理者、

流域の自治体、住民、関係行政機

関及びＮＰＯ等ができる範囲で役

割分担にて実施。 

・ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な

活性化を図るとともに、流域内の連携と交流

によるバランスのとれた流域圏の発展を図

るために、流域住民、関係行政機関等連携し

て「水源地域ビジョン」を策定し、推進する

ことを目的とする。 

国土交通省 マイタウンマイリバー

整備事業 

都道府県、市町村 ・大都市等の中心市街地及びその周辺部の河川

のうち、改修が急務でありかつ良好な水辺空

間の整備の必要性が高く、また周辺の市街化

の状況等からみて、沿川における市街地の整

備とあわせて河川改修を進めることが必要

かつ効果的と考えられる河川について、水辺

環境の向上に配慮した河川改修を行う。 

国土交通省 歴史的価値を有する砂

防設備の保存・利活用に

よる地域活性化の促進 

国、都道府県 ・文化庁と連携し、近年増加傾向にある文化財

登録を受けた砂防設備の機能維持とあわせ、

周辺環境の整備を実施し、特色ある地域の観

光資源としての歴史的価値を有する文化財

にふさわしい保存・利活用を通して、地域の

活性化を支援する。 

国土交通省 ウォーキング・トレイル

事業 

地方公共団体 ・国民の歩くニーズに応え、歩くことを通じた

健康・福祉活動を支援するとともに、魅力あ
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る地域づくりを図るため、生活者がゆとりと

うるおいの実感できる質の高い歩行空間を

形成することを目的とする。 

・歩きやすさを十分配慮し、周辺景観や地域の

個性を活かした歩行者専用道路等の施設の

整備に対して支援を行う。 

国土交通省 観光地域づくり実践プ

ラン 

国土交通省の重点的な支援を受

け、「観光地域づくり」を実施し

ようとする市町村 

（関係者からなる「広域連携観光

交流推進協議会」を設置する） 

・外国人観光客の増加、地域の経済活性化など

を目的とした、観光を軸とした地域づくり

（観光地域づくり）の取組みを支援する。 

・平成15､16年度に24カ所をモデル地域に指

定した「観光交流空間づくりモデル事業」を

地域づくりの取組みに発展させたもので、

17年度に9カ所、今年度は新たに4カ所が選

定されている。プランの応募登録締切は4月

5日で、6月下旬以降に選定。 

国土交通省 まちめぐりナビプロジ

ェクト 

単一又は複数の地方公共団体また

は国の行政機関が設置する関係者

からなる協議会 

・道路等を利用した観光客への情報提供の高度

化による移動支援を図り、もって先進事例と

して地域の観光振興を推進することを目的

とする。 

・対象事業：観光情報提供のための体制の構築、

通りの名前を利用した道案内 、携帯電話等

を利用した歩行者の移動支援 、交差点標識

とカーナビ等を連携させた案内システムの

構築 、観光活性化標識ガイドラインを踏ま

えた情報提供の充実 、標識や電子媒体等

様々なメディアが連携・補完できる情報提供

システムの構築 、外国人を含めた観光客に

対する防災情報ネットワークの整備 、観光

案内施設によるきめ細かな情報提供 など 

内閣府 地方の元気再生事業 地域固有の実情に即した先導的な

地域活動等幅広い取組に関する提

案を公募。 

・地方再生の取組を進める上で最大の隘路とな

るプロジェクトの立ち上がり段階を対象と

して、これまで包括的・総合的な支援が必ず

しも十分になされてこなかった、専門的な人

材の派遣、社会実験の実施などのソフト分野

を中心に、国が集中的に支援を行う。 

総務省 地域再生マネージャー

事業 

市町村 ・市町村の地域再生を目的とする取組の推進に

資するため、当該取組に対する具体的・実務

的ノウハウ等を有する企業又は人材等に係

る情報として、ふるさと財団が市町村に提供

した企業等の情報の中から、市町村が「地域
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再生マネージャー」を選定し地域再生に係る

業務を委託する経費の一部を助成する。※平

成20年度は新規募集なし  

経済産業省 電源地域産業資源機能

強化事業等補助金 

都道府県・市町村・商工会議所等 ・電源地域内における貸工場などの有効活用に

よる産業の振興に資する事業実施に係る経

費の一部を国が補助することで電源地域の

振興を図る取り組みを支援する。 

経済産業省 戦略的中心市街地中小

商業等活性化支援事業 

組合等（商店街振興組合、商店街

振興組合連合会等） 、特定非営利

活動法人（ソフト事業が対象） 、

社会福祉法人（ソフト事業のうち

空店舗活用支援のみが対象）  

・改正中心市街地活性化法に規定する認定基本

計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と

「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体

的に取り組む中心市街地であって、商店街・

商業者等が地権者などの幅広い関係者の参

画を得て実施する取組について、「選択と集

中」の視点から重点的に支援する。 

中小企業庁 中小企業地域資源活用

プログラム（地域資源活

用売れる商品づくり支

援事業） 

都道府県が指定した地域資源を活

用する地域 

・地域の中小企業が有望な地域資源を活用して

行う新たな事業展開を支援する。 

中小企業庁 小規模事業者新事業全

国展開支援事業 

商工会及び都道府県商工会連合会 ・地域の小規模事業者が、地域の資源を活用し

て、全国規模のマーケットを視野に入れた新

事業展開を支援するため、商工会及び都道府

県商工会連合会が小規模事業者と協力して

行う特産品開発や観光開発、販路開拓などの

取組に対し幅広い支援を行う。 

総務省 頑張る地方応援プログ

ラム 

地方公共団体（市町村および都道

府県） 

・農林水産省、経済産業省、国土交通省など各

省庁との連携による支援措置。 

・プロジェクト例：地場産品発掘・ブランド化

プロジェクト(産地ブランド化、アンテナショ

ップによる地域ブランドの情報発信)、定住促

進プロジェクト、(空き家バンク、長期滞在型

生活体験プログラム、地域の生活環境・魅力

等の情報発信、首都圏での田舎暮らし説明会

の開催)、観光振興・交流プロジェクト(グリ

ーンツーリズム、郷土料理体験セミナー、教

育ファームの開催、食や伝統芸能を活かした

観光ルートの設定、観光情報の発信、外国人

観光客向けの通訳ガイドの育成)、まちなか再

生プロジェクト(中心市街地における空き店

舗活用によるコミュニティや賑わいの場の

整備、まちづくりファンドによる地域の担い
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手の支援)、環境保全プロジェクト(住民・企

業との協働による環境保全活動、エコツーリ

ズム、環境教育の実施) 

文化庁 文化芸術による創造の

まち支援事業 

申請者：市区町村実行委員会（実

際の申請は都道府県教育委員会を

通じて行う） 

 

実施主体：文化庁と都道府県、市

区町村との共催（本事業を実施の

ため、市区町村において、市町村、

文化団体及び文化施設等により構

成される実行委員会を組織する） 

・地域における文化芸術の創造、発信及び交流

を通した文化芸術活動の活性化を図ること

を目的とする。 

・対象事業：① 人材育成（地域文化リーダー

（指導者）の育成）、② 団体育成（地域の

文化芸術団体の育成）、③ 発信交流（シン

ポジウムなどによる発信・交流 ） 

 

文化庁 NPOによる文化財建造

物活用モデル事業 

NPOおよび法人格を有しないが 

・定款、寄付行為に類する規約を

有する団体 

・団体の意思決定、執行する組織

が確立されている団体 

・自ら経理し、監査する仕組みを

有する団体 

・活動の拠点となる事務所を有す

る団体 

・NPO法人等から文化財建造物の活用事業案を

募集し、独自性や創造性に富み、実現性に優

れたものを選定してモデル事業として委嘱

する。 

・対象となる文化財建造物は、国指定重要文化

財、国登録有形文化財、重要伝統的建造物群

保存地区内の伝統的建造物のいずれかに該

当するもの。 

農林水産省 農山漁村活性化プロジ

ェクト支援交付金 

都道府県、市町村又は都道府県若

しくは市町村からその経費の一部

に対して補助を受けて交付対象事

業を実施する農林漁業団体等 

・農山漁村における定住や二地域居住、都市と

の地域間交流を促進することにより、農山漁

村の活性化を図るため、農山漁村の活性化の

ための定住等及び地域間交流の促進に関す

る法律が制定された。このことを受け、都道

府県又は市町村が創意工夫を活かし、地域住

民の合意形成を基礎として作成する活性化

計画に基づく取組を総合的かつ機動的に支

援する。 
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農林水産省 農村振興総合整備事業 都道府県、市町村等 ・農村振興の目的を明確にし、その達成のため、

住民参加の下、関係府省間の連携を図りつ

つ、農村地域の情報化、高齢者福祉、環境等

多様なニーズに対応した整備を総合的に推

進する。 

農林水産省 新山村振興等農林漁業

特別対策事業 

市町村，都道府県，農業協同組合，

森林組合，漁業協同組合，農林漁

業者の組織する団体，第３セクタ

ー等 

・山村等中山間地域の振興を一層促進するた

め，地域の個性を活かした多様な地域産業振

興，山村・都市交流とこれを支援する豊かな

自然環境，地域の担い手の確保に重点を置い

た総合的な地域振興政策を展開する。 

・事業内容：ソフト活動の支援，農林漁業振興

のための施設整備，新しい地域産業振興のた

めの施設整備，山村・都市交流促進のための

施設整備，農林地・自然景観保全のための施

設整備，生活環境向上のための施設整備，高

齢者・女性対策の推進のための施設整備等。 

農林水産省 美しいむらづくり支援

事業 

都道府県、市町村 ・持続的な農業が展開される美しいむらづくり

を実現するため、地域住民等の能力構築等を

通じ、地域の取組への技術的支援や地域体制

づくりを支援する。 

農林水産省 美しいむらづくり総合

整備事業 

市町村（但し、ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ総合

整備統合補助事業を含む場合は、

森林組合等を含む。） 

・活力ある農林水産業の持続的な発展を図ると

ともに、自然環境や景観にも優れた美しいむ

らづくりを実現するため、地方公共団体、地

域住民などの多様な主体の参画により、生産

基盤と生活環境等を総合的に整備する。 

農林水産省 むらづくり交付金 市町村 ・地域が主体となった個性あるむらづくりを推

進するため、市町村が自ら設定した目標・指

標に基づき、自ら提案する施設整備を含めた

総合的な事業を実施できる仕組みの導入等

により、農業生産基盤と生活環境の総合的な

整備を実施する。 

農林水産省 農村コミュニティ再

生・活性化支援事業 

ＮＰＯ法人、農業協同組合、森林

組合、水産業協同組合、土地改良

区、地方公共団体が出資する団体

等（公募） 

・都市住民の農村への定住を促進するととも

に、定住者の活用や地域における多様な主体

の連携により、農村と地域の企業との連携に

よる新たな事業の創出などの取組を推進す

る。 

・事業内容 

１．都市から農村への定住等の促進 

空き屋等の生活情報の総合的な提供、定住後の

地域活動への参画や地域での起業促進に向け
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省 庁 事業名・制度名 実施主体（対象） 主な概要 

た体制整備、企業等との連携による長期滞在プ

ログラムの策定等地域の民間団体が行う農村

への定住促進活動を支援する。 

２．地域産業との連携の推進 

農村と地域企業との連携による農業分野にと

どまらない新たな事業の創出など、農村の地場

資源と地元人材等を活かした多様な主体によ

る地域連携活動を進めるため、体制整備や普及

啓発、調査検討、人材育成など、ＮＰＯ法人や

団体等の民間主導による地域づくりの取組を

支援する。 

農林水産省 広域連携共生・対流等対

策交付金 

NPO法人、公益法人、商工会議所、

農協等 

・都道府県域を越えて、都市と農村の多様な主

体が参加して行う、共生・対流を一層推進す

る広域連携プロジェクトを支援する。 

・事業内容 

１．都市と農村の広域連携プロジェクト等の支

援（ソフト） 

①広域連携支援事業、②情報発信機能強化支援

事業、③都市農村交流技術的支援事業 

２．共生・対流の一層の推進と都市農業振興の

ための条件整備（ハード） 

①広域連携共生・対流等推進交付金等による都

道府県を越えた広域的な連携の先導的取組を

実現するために必要な施設等の整備を支援、②

都市部での農業振興に必要な施設等の整備を

支援 

林野庁 風格ある美しい山村づ

くりモデル事業 

都道府県 山村の魅力である景観に着目し、都道府県を通

じて、地域住民が行う景観づくり活動等の成果

の検証・実証調査や、市町村職員、地域住民等

を対象とした人材育成、景観に関する情報発

信・普及啓発を実施する。 

1・地域住民が行う景観づくり活動等の検証、

実証調査 

2・地域の景観を維持・再生していく人材の育

成 

3・地域の景観に関する情報発信・普及啓発 
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林野庁 山村コミュニティ活性

化モデル事業 

都道府県、市町村、森林組合、森

林組合連合会、地方公共団体が出

資する法人 

・集落間の連携強化による魅力ある地域づくり

を推進するため、地域のマスタープランに基

づき行われる、①Ｉターン者等の受け入れ促

進活動、②山村ボランティア活動、③木質バ

イオマス等の自然エネルギーの活用に対す

る支援。 

・山村地域に賦存する森林資源等を活かした新

たな産業の育成 

林野庁 共生林の多様な利用活

動推進事業 

都道府県、市町村等 ・森林と人との共生林の整備に向けた条件整備

やＮＰＯ等を対象とするモデル公募事業を

実施するとともに、里山林等を活用した健康

づくりを行う「健康と癒しの森」推進モデル

事業を実施することにより、森と人との共生

林における多様な利用活動を推進する。 

・事業内容：１「森林と人との共生林」の整備

に向けた条件整備、２「健康と癒しの森」推

進モデル事業 

林野庁 森林空間総合整備事業 都道府県、市町村 ・多様化・高度化する国民の要請に応えた森林

空間を創出するため、森林環境教育促進の観

点、健康づくりの観点、里山林整備の観点か

ら、地域の実情に応じた望ましい森林空間の

整備を推進する。 

林野庁 山村力（やまぢから）誘

発モデル事業 

各事業により異なる ・山村と都市が連携した交流活動、定住者の受

入体制の整備等に関する意欲的で先導的な

地域の取組を林野庁が直接公募・支援する

「山村力誘発モデル直接支援事業」や他の地

域における取組の誘発並びに山村活性化に

資する人材育成を図るため「山村力コンクー

ル」「相談窓口サービス」「先進事例の調査、

提供」「交流・定住情報の提供」及び「山村

塾（地域おこしプランの策定と実証活動及び

活動を通じた人材育成）」の公募・支援を行

う。 
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